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京
都
市
立
養
正
小
学
校
「
朝
鮮
学
級
」
の
成
立
過
程

― 

一
九
五
〇
年
代
前
半
に
お
け
る
公
教
育
改
編
の
試
み
と
し
て 

―松　
　

下　
　

佳　
　

弘

は
じ
め
に

一
九
四
五
年
八
月
以
降
、
日
本
に
残
留
し
た
朝
鮮
人
が
開
設
し
た
朝
鮮
人
初
等
教
育
施
設
（
以
下
、
朝
鮮
人
学
校
と
す
る
）
は
、
全
国
で
五
〇
〇
校
、
児
童
数
五
万
人

を
超
え
る
ま
で
に
拡
大
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
政
府
は
、
一
九
四
八
年
一
月
、
朝
鮮
人
児
童
生
徒
に
小
・
中
学
校
就
学
を
義
務
づ
け
、
翌
年
四
九
年
一
〇
月
に
は
、

朝
鮮
人
学
校
を
強
権
的
に
閉
鎖
し
、
児
童
生
徒
を
「
日
本
人
児
童
、
生
徒
と
同
様
」
に
、
公
立
学
校
の
「
一
般
の
学
級
に
編
入
」
さ
せ
る
措
置
を
府
県
当
局
に
命
じ
た
。

た
だ
し
、
こ
の
原
則
の
適
用
は
、
全
国
一
律
に
実
施
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た（

1
）。

と
り
わ
け
、
朝
鮮
人
集
住
地
域
に
お
い
て
は
、
朝
鮮
人
側
に
よ
る
地
方
行
政
当
局
と

の
交
渉
に
よ
り
、
東
京
都
で
は
、
旧
朝
鮮
人
学
校
そ
の
も
の
を
公
立
「
移
管
」
し
た
都
立
朝
鮮
人
学
校
が
、
神
奈
川
県
な
ど
で
は
、
政
府
の
措
置
に
よ
り
強
制
接
収
し
た

一
九
四
九
年
一
〇
月
、
日
本
政
府
は
、
全
国
約
三
六
〇
校
の
朝
鮮
人
学
校
の
閉
鎖
と
約
四
万
人
の
朝
鮮
人
児
童
生
徒
の
公
立
小
・
中
学
校
へ
の
転
校
を
都
道
府
県
に
命
じ
た
。

先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
こ
れ
に
よ
り
朝
鮮
人
児
童
生
徒
の
教
育
形
態
に
四
つ
の
類
型
が
成
立
し
た
と
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
類
型
に
お
い
て
、
転
校
を
め
ぐ
る
行
政

側
と
朝
鮮
人
側
と
の
実
際
の
対
応
が
具
体
的
に
検
討
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

本
稿
で
は
、
京
都
市
立
養
正
小
学
校
の
事
例
に
よ
り
、
一
九
四
九
年
一
一
月
の
知
事
に
よ
る
閉
鎖
命
令
か
ら
、
五
四
年
一
月
に
「
朝
鮮
学
級
」
が
成
立
す
る
ま
で
の
三
年
余

り
の
時
期
に
お
い
て
、
日
本
人
と
同
様
の
教
育
を
求
め
る
行
政
と
そ
れ
に
対
抗
す
る
朝
鮮
人
側
の
跡
を
明
ら
か
に
す
る
。

論
文
要
旨
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朝
鮮
人
学
校
を
公
立
学
校
校
舎
と
し
た
朝
鮮
人
「
分
校
」
が
成
立
し
た
。
い
ず
れ
も
、
朝
鮮
人
児
童
生
徒
の
公
立
学
校
へ
の
転
校
と
い
う
形
式
を
と
り
つ
つ
も
、
学
校
は

朝
鮮
人
児
童
生
徒
の
み
で
構
成
し
、
朝
鮮
人
教
員
を
講
師
と
し
て
任
用
し
た
こ
と
か
ら
、
公
立
学
校
で
あ
る
が
旧
朝
鮮
人
学
校
の
教
育
形
式
と
内
容
を
多
く
残
し
た
も
の

と
な
っ
た
。
ま
た
、
公
立
学
校
に
転
校
し
、
日
本
人
と
同
じ
学
級
で
授
業
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
の
、
公
立
学
校
内
で
の
朝
鮮
人
独
自
の
教
育
を
求
め
る
朝
鮮
人

側
に
よ
る
行
政
当
局
と
の
交
渉
の
結
果
、
特
定
の
時
間
に
朝
鮮
人
児
童
生
徒
の
み
を
「
抽
出
」
し
、
朝
鮮
人
講
師
に
よ
る
朝
鮮
語
等
の
授
業
な
ど
の
形
式
に
よ
り
、
公
立

学
校
内
の
「
学
級
」
と
い
う
枠
組
み
に
よ
り
、
朝
鮮
人
教
育
が
か
ろ
う
じ
て
確
保
さ
れ
た
地
方
も
あ
っ
た
。
こ
の
形
態
は
、
一
般
的
に
は
「
民
族
学
級
」（
以
下
、
民
族
学

級
と
す
る
）
と
総
称
さ
れ
、
一
九
五
七
年
二
月
時
点
で
、
愛
知
、
京
都
、
大
阪
、
滋
賀
な
ど
、
全
国
十
一
府
県
で
九
二
校
を
数
え
た（

2
）。

こ
の
よ
う
に
朝
鮮
人
向
け
の
公
立
学
校
・
分
校
、
及
び
公
立
学
校
内
の
「
学
級
」
は
、
地
域
の
朝
鮮
人
社
会
と
地
方
行
政
と
の
交
渉
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
の
中
で
成
立
し

た
も
の
で
あ
っ
た
。
同
時
に
、
公
立
学
校
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
教
育
内
容
や
教
員
採
用
等
は
日
本
の
教
育
法
に
規
定
さ
れ
、
教
員
の
人
件
費
、
施
設
設
備
費
、
運
営
費
等
は
、

租
税
す
な
わ
ち
公
費
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
た
。「
公
教
育
」
を
公
費
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
教
育
と
操
作
的
に
定
義
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
朝
鮮
人
向
け
の
「
学
校
・
分
校
」「
学

級
」
は
、
公
教
育
の
範
疇
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
と
す
れ
ば
、
公
立
学
校
に
お
け
る
朝
鮮
人
教
育
の
成
立
は
、
日
本
人
を
対
象
と
し
、「
国
語
」
を
日
本
語
と

す
る
こ
と
を
自
明
の
前
提
と
し
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
公
教
育
の
枠
組
み
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
合
い
を
持
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
れ
を
可
能
と
す
る
制
度

的
根
拠
や
枠
組
み
は
ど
の
よ
う
に
成
立
し
、
ど
の
よ
う
な
困
難
に
遭
遇
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
戦
後
日
本
に
お
け
る
公
教
育
の
特
質
を
解
明
す
る
た
め
に
も
、
こ
う
し
た
問

題
を
検
討
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
ど
う
論
じ
ら
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
代
表
的
な
通
史
研
究
で
あ
る
小
沢
有
作
の
『
在
日
朝
鮮
人
教
育
論 

歴
史
編
』
に
お

い
て
は
、
朝
鮮
人
向
け
の
「
学
校
・
分
校
」
は
、「
相
当
程
度
の
民
族
教
育
の
実
質
化
が
実
現
し
え
た
」
と
し
つ
つ
も
、
同
時
に
「
公
立
化
に
よ
っ
て
日
本
の
教
育
課
程
下

に
し
ば
り
つ
け
、
日
本
人
教
師
が
教
え
る
こ
と
に
し
て
、
民
族
教
育
の
骨
ぬ
き
」
が
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
学
級
」
に
つ
い
て
は
、「
公
立
学
校
に
分
散
入
学
さ

せ
た
の
ち
、
朝
鮮
人
と
し
て
の
教
育
を
部
分
的
に
付
加
す
る
教
委
側
の
発
想
に
、
在
日
朝
鮮
人
が
や
む
を
え
ず
妥
協
し
て
成
立
し
た
も
の
」
と
し
た
。
小
沢
の
論
は
、
朝

鮮
人
自
身
に
よ
る
教
育
と
、
公
立
学
校
で
の
教
育
を
截
然
と
区
別
し
、
朝
鮮
人
側
の
志
向
す
る
「
民
族
教
育
」
と
行
政
の
志
向
す
る
「
同
化
教
育
」
と
を
対
立
関
係
的
に

捉
え
る
枠
組
み
を
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
一
九
五
〇
年
代
の
公
立
学
校
に
お
け
る
朝
鮮
人
教
育
を
「
文
部
省
通
達
と
朝
鮮
人
の
要
求
の
妥
協
の
産
物
」
と
論
じ

る
に
留
ま
っ
て
い
る（

3
）。

こ
う
し
た
枠
組
で
は
、
公
立
の
「
学
校
・
分
校
」「
学
級
」
を
支
え
た
保
護
者
た
ち
、
そ
こ
に
通
っ
た
子
ど
も
た
ち
は
、
自
ら
「
同
化
教
育
」
を
志

向
し
た
者
と
し
て
否
定
的
に
捉
え
ら
れ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
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そ
の
後
の
研
究
は
、
小
沢
に
よ
る
枠
組
み
を
踏
襲
し
て
き
た
が
、
最
近
の
マ
キ
ー
智
子
に
よ
る
研
究
は
、
こ
れ
ら
の
「
学
校
・
分
校
」
に
公
費
が
支
出
さ
れ
た
こ
と
に

着
目
し
、
そ
の
成
立
は
「「
国
民
教
育
」
の
枠
に
収
ま
ら
な
い
日
本
の
公
教
育
の
在
り
方
を
提
示
す
る
も
の
」
と
位
置
付
け
、
こ
れ
を
可
能
と
し
た
制
度
的
枠
組
み
に
つ
い

て
論
じ
た
。
マ
キ
ー
の
研
究
は
、
公
費
支
出
の
視
点
か
ら
、
公
立
朝
鮮
人
学
校
、
す
な
わ
ち
「
学
校
・
分
校
」
を
論
じ
て
い
る
。
た
だ
し
、
公
立
学
校
の
朝
鮮
人
向
け
の
「
学

級
」、
す
な
わ
ち
民
族
学
級
に
つ
い
て
は
対
象
と
し
て
い
な
い（

4
）。

本
稿
で
は
、
公
立
学
校
・
分
校
設
置
の
試
み
に
比
す
れ
ば
、
さ
さ
や
か
と
も
見
え
る
民
族
学
級
設
置
に
い

か
に
深
い
願
い
が
か
け
ら
れ
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

以
上
の
よ
う
な
仮
説
的
見
通
し
の
も
と
に
、
本
稿
で
は
、
転
入
し
た
公
立
小
学
校
に
お
い
て
、
朝
鮮
人
独
自
の
教
育
を
求
め
る
朝
鮮
人
側
と
行
政
と
の
交
渉
の
結
果
、

成
立
を
み
た
京
都
市
立
養
正
小
学
校
「
朝
鮮
学
級
」
を
事
例
に
、
公
立
学
校
に
お
け
る
朝
鮮
人
教
育
の
成
立
過
程
を
中
心
に
検
討
す
る
。

京
都
市
で
は
、
一
九
五
一
年
に
教
育
委
員
会
（
以
下
、
市
教
委
と
す
る
）
が
朝
鮮
人
児
童
の
多
い
市
立
小
学
校
五
校
で
「
朝
鮮
人
課
外
教
育
」
を
実
施
し
た
。
し
か
し
、

各
学
級
に
分
散
す
る
朝
鮮
人
児
童
を
放
課
後
の
時
間
に
「
抽
出
」
し
て
朝
鮮
語
等
を
教
授
す
る
形
式
で
は
、
そ
の
成
果
が
期
待
で
き
な
い
と
し
て
、
朝
鮮
人
側
は
、
朝
鮮

人
児
童
を
日
本
人
児
童
と
は
分
離
し
、
授
業
科
目
を
問
わ
ず
終
日
同
じ
教
室
で
授
業
を
受
け
る
「
朝
鮮
人
ク
ラ
ス
」
の
設
置
を
強
く
求
め
た
。
そ
の
結
果
、
一
九
五
三
年

一
二
月
、
市
教
委
は
「
国
か
ら
別
段
の
指
示
が
あ
る
ま
で
の
暫
定
措
置
で
あ
る
」
と
明
記
し
た
上
で
、「
朝
鮮
人
の
た
め
の
特
別
教
育
実
施
要
綱
」
を
策
定
し
、
朝
鮮
人
の

み
で
構
成
さ
れ
る
「
特
別
学
級
」
の
設
置
を
養
正
小
学
校
一
校
の
み
に
認
め
た
。
当
校
は
、
翌
年
一
月
に
第
三
・
第
四
学
年
と
第
五
・
第
六
学
年
の
二
つ
の
「
朝
鮮
学
級
」

を
開
設
し
た（

5
）。

日
本
人
と
同
じ
学
級
に
分
散
し
て
い
た
朝
鮮
人
児
童
を
集
め
た
学
級
を
編
成
、
学
級
担
任
に
は
、
日
本
人
教
員
を
教
諭
と
し
て
、
学
級
副
担
任
に
は
、
朝

鮮
人
教
員
を
嘱
託
講
師
と
し
て
新
た
に
任
用
し
た
。
こ
の
養
正
小
学
校
「
朝
鮮
学
級
」
は
、
一
九
六
七
年
三
月
ま
で
の
十
三
年
間
存
続
し
た
。

京
都
市
の
民
族
学
級
に
つ
い
て
は
、す
で
に
一
九
八
一
年
に
中
島
智
子
に
よ
る「
在
日
朝
鮮
人
教
育
に
お
け
る
民
族
学
級
の
位
置
と
性
格

京
都
を
中
心
と
し
て

」（『
京

都
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
二
七
号
）
が
あ
る
。
そ
れ
ま
で
研
究
の
な
か
っ
た
公
立
学
校
に
お
け
る
民
族
学
級
の
成
立
過
程
と
そ
の
後
の
経
過
を
京
都
市
の
事
例
に
即
し

て
論
じ
て
お
り
、
在
日
朝
鮮
人
教
育
研
究
に
大
き
な
足
跡
を
残
し
た
も
の
で
あ
る
。
京
都
市
の
民
族
学
級
が
「
三
形
態
」
を
と
っ
た
こ
と
や
「
特
別
学
級
」
の
存
在
を
明

示
し
て
お
り
、本
稿
の
動
機
や
課
題
設
定
に
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
い
る
。
そ
の
上
で
、中
島
の
論
文
執
筆
時
に
収
集
で
き
な
か
っ
た
行
政
資
料
等
を
活
用
す
る
こ
と
で「
朝

鮮
学
級
」
の
成
立
を
軸
に
、
一
九
五
〇
年
代
の
朝
鮮
人
教
育
の
文
脈
に
即
し
て
検
討
す
る
。
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1　

公
立
学
校
に
お
け
る
朝
鮮
人
教
育
を
め
ぐ
る
攻
防

（
1
）
全
国
の
動
向

京
都
市
の
事
例
を
検
討
す
る
に
当
た
り
、
ま
ず
、
一
九
四
九
年
一
一
月
の
公
立
学
校
へ
転
校
措
置
に
よ
っ
て
生
じ
た
朝
鮮
人
教
育
の
全
国
的
な
動
向
に
つ
い
て
、
小
沢

に
よ
る
四
類
型
に
依
拠
し
、
表
1
に
示
し
て
お
く
。
す
で
に
拙
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、
学
校
閉
鎖
及
び
公
立
学
校
へ
の
転
校
を
め
ぐ
る
行
政
側
と
の
交
渉
に
お
い
て
、
朝

鮮
人
の
側
は
、
名
目
は
ど
の
よ
う
な
形
式
で
あ
れ
、
原
則
的
に
は
、
朝
鮮
人
児
童
を
日
本
人
児
童
か
ら
分
離
し
て
授
業
を
受
け
る
こ
と
を
求
め
た
。
た
と
え
転
校
と
い
う

形
式
に
従
う
と
し
て
も
、
児
童
を
日
本
人
と
同
じ
学
級
の
中
に
分
散
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
公
立
学
校
で
あ
っ
て
も
朝
鮮
人
の
み
の
集
団
を
確
保
す
る
こ
と
を
主
張

し
た
。
そ
の
意
図
は
、
一
九
五
一
年
の
愛
知
県
小
坂
井
町
の
交
渉
で
の
教
員
朴
光
澤
の
発
言
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
朝
鮮
人
児
童
の
み
の
集
団
の
中
で
「
民
族
意
識
を
か
も

し
出
す
」
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
日
本
人
中
心
の
公
立
学
校
に
入
っ
て
も
、
朝
鮮
人
児
童
は
孤
立
せ
ず
、
安
心
し
て
力
を
発
揮
で
き
る
、
す
な
わ
ち
エ
ン
パ
ワ
ー

で
き
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
っ
た（

6
）。

他
方
、
行
政
の
側
で
は
、
公
立
学
校
に
転
校
さ
せ
、
原
則
と
し
て
「
一
般
の
学
級
に
編
入
」
さ
せ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
朝
鮮
人
児
童

を
分
散
し
て
、
日
本
人
と
同
じ
教
室
の
中
で
少
数
者
の
位
置
に
お
く
こ
と
を
求
め
た
。
こ
う
し
た
対
立
構
図
の
中
で
、
行
政
の
求
め
る
転
校
と
い
う
形
式
に
従
う
も
の
の
、

旧
朝
鮮
人
学
校
の
単
位
で
朝
鮮
人
の
み
の
集
団
を
確
保
し
た
も
の
が
類
型
Ⅱ
の
「
学
校
・
分
校
」
で
あ
っ
た
。
日
本
の
教
育
課
程
が
導
入
さ
れ
、
日
本
人
校
長
や
教
員
が

配
置
さ
れ
る
が
、
児
童
生
徒
、
朝
鮮
人
教
員
、
学
校
建
物
等
は
旧
朝
鮮
人
学
校
の
形
式
の
継
承
が
可
能
と
な
っ
た
。

一
方
、
こ
う
し
た
朝
鮮
人
だ
け
の
「
学
校
・
分
校
」
と
ま
で
い
か
な
く
て
も
、
日
本
人
児
童
と
同
じ
校
舎
で
は
あ
る
が
、
日
本
人
児
童
か
ら
分
離
し
、
朝
鮮
人
の
み
を

ま
と
め
た
「
学
級
」
と
い
う
形
態
も
あ
り
得
た
。「
分
校
」
に
対
し
て
「
分
級
」
と
で
も
呼
べ
る
こ
の
形
態
は
、
こ
れ
ま
で
は
、
類
型
Ⅲ
の
民
族
学
級
の
範
疇
で
論
じ
ら
れ

て
き
た
が
、
公
立
学
校
に
お
い
て
、
終
日
朝
鮮
人
の
み
の
集
団
が
成
立
す
る
こ
と
を
注
視
す
る
な
ら
ば
、
類
型
Ⅱ
と
類
型
Ⅲ
の
中
間
に
位
置
す
る
も
の
と
み
る
こ
と
が
で

き
る
。
本
稿
が
検
討
対
象
と
す
る
「
朝
鮮
学
級
」
は
、
こ
れ
に
相
当
す
る
形
態
で
あ
る（

7
）。「

分
校
」
の
み
な
ら
ず
「
分
級
」
的
な
形
態
に
も
着
目
す
る
こ
と
に
よ
り
、
朝
鮮

人
側
が
公
立
学
校
に
求
め
た
も
の
が
何
で
あ
る
か
、
行
政
側
が
何
を
拒
否
し
た
の
か
と
い
う
公
教
育
に
お
け
る
朝
鮮
人
教
育
の
争
点
が
明
確
に
な
る
と
考
え
る
。
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（
2
）「
朝
鮮
人
課
外
教
育
」
の
成
立

で
は
、
京
都
市
に
お
い
て
、
市
教
委
は
転
校
を
ど
の
よ
う
に
進
め
、

朝
鮮
人
側
は
ど
う
対
応
し
た
の
か
。
一
九
五
〇
年
一
月
の
京
都
連
絡
調

整
事
務
局
長
大
隈
渉
の「
報
告
」は
、京
都
市
を
除
く
府
内
に
つ
い
て
は
、

朝
鮮
人
学
校
三
校
の
児
童
一
八
八
名
が
、
各
居
住
地
の
小
学
校
に
転
校

し
た
こ
と
で
、
問
題
は
「
解
決
」
し
た
と
す
る
一
方
で
、
京
都
市
内
に

つ
い
て
は
、「
市
教
委
と
朝
鮮
人
間
に
交
渉
中
」
に
つ
き
「
未
解
決
」

と
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
京
都
市
で
は
、
四
二
五
名
の
児
童
が
朝
鮮

人
学
校
に
在
籍
し
て
お
り
、
児
童
は
「
転
校
を
頑
強
に
拒
否
」「
学
校

の
存
続
を
陳
情
し
続
け
て
き
た
」
と
付
記
し
て
い
る（

10
）。

児
童
は
、
街
頭

で
の
署
名
活
動
や
府
や
市
の
教
育
委
員
会
へ
の
「
陳
情
」
な
ど
の
行
動

を
と
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
当
事
者
で
あ
る
児
童
が
、
市
立
学
校
へ
の

転
校
を
拒
否
し
、
学
校
の
存
続
運
動
に
直
接
参
加
し
て
い
た
こ
と
は
、

今
後
の
展
開
を
み
る
上
で
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
朝

鮮
人
代
表
の
側
は
、
市
立
小
学
校
へ
の
転
入
は
認
め
、
交
渉
は
、
転
入

す
る
市
立
小
学
校
で
の
「
朝
鮮
語
授
業
」
の
確
保
が
焦
点
と
な
っ
て
い

た
。
こ
の
場
合
、
朝
鮮
人
児
童
は
日
本
人
と
同
じ
教
室
に
分
散
し
て
転

入
す
る
形
式
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
朝
鮮
人
側
は
、
日
本

人
か
ら
分
離
し
て
終
日
朝
鮮
人
だ
け
の
教
室
で
の
授
業
を
可
能
と
す
る

類
型
Ⅱ
の
「
分
校
」
で
な
く
、
居
住
区
の
市
立
小
学
校
へ
分
散
し
て
転

入
さ
せ
、
そ
の
上
で
、
類
型
Ⅲ
の
民
族
学
級
的
な
も
の
を
認
め
さ
せ
る

表 1　学校閉鎖措置後の朝鮮人教育の類型とその動向
小沢による類型（8） 成立した都府県（校数） 成立の時期（例示）（9） 児童数
Ⅰ

自主学校
旧朝鮮人学校を
継続した 兵庫、大阪、愛知、岡山、広島等に初等教育機関 58 校 *1 8,012

*1

Ⅱ
公立

朝鮮人学校
及び分校

旧朝鮮人学校を
公立学校に移管 東京―15 校

・  都立朝鮮人学校（小 13、中
1、高 1）1949 年 12 月（1955
年 3 月私立学校に移管）

3,142
*1

旧朝鮮人学校を
公立学校分校と
した

神奈川（5）、愛知（3）、大
阪（1）、兵庫（8）、岡山（12）、
山口（1）―合計 6府県 30
校　*3

・  神奈川 -市立小学校分校 5
校 1949 年 11 月
・  大阪市立本庄中学校分校
1950 年 7 月
・  愛知 -名古屋市立小学校
1950 年 11 月

3,151
*1

Ⅲ
公立学校内
民族学級

公立学校に朝鮮
人教育のための
教室を開設

神奈川（3校）、埼玉（5校）、
茨城（8校）、愛知（8校）、
岐阜（6校）、大阪（19 校）、
京都（9校）、兵庫（6校）、
滋賀（17 校）、香川（1校）、
福岡（10 校）―合計 11 府県、
92 校　*3

・  滋賀 -「朝鮮人児童の公立
学吸収方針」1949 年 12 月
・  京都 -「朝鮮人のための特
別教育実施要綱」1953 年 12
月

4,685
*1

Ⅳ 公立学校－Ⅲのような民族学級はなく、日本
人と全て同内容の教育をする

（1949 年 12 月以降の大多数の
都道府県の状況が該当する）

89,879
*2

児童数は出典により調査時期が異なるが、各類型の初等教育機関への就学状況の概要を把握するために示したも
のである。
出典 *1  …  1954 年 4 月（呉永鎬「1950 ～ 60 年代における朝鮮学校教育史」一橋大学社会学研究科博士論文、

2015 年）
　　 *2  …  1956 年 4 月（文部省『学校基本調査統計報告書』昭和 31 年度）小学校在籍の「朝鮮」児童総数であり、

公立分校及び民族学級（Ⅱ及びⅢ）の児童数を含む。
　　 *3  …  1957 年 2 月（前掲、マキー智子「「外国人学校制度」創設の試み―日韓会談期における在日朝鮮人対

策の模索―」）
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と
い
う
方
策
を
と
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
た
だ
、
こ
こ
に
は
、
京
都
市
に
は
東
九
条
地
区
、
西
陣
地
区
、
養
正
地
区
な
ど
の
朝
鮮
人
集
住
地
域
が
あ
り
、
し
か
も
朝
連
西

陣
小
学
校
と
い
う
自
前
の
校
舎
を
有
す
る
私
立
朝
鮮
人
小
学
校
も
存
在
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、こ
れ
を
東
京
都
の
よ
う
に
公
立「
移
管
」し
た「
京
都
市
立
朝
鮮
人
小
学
校
」、

若
し
く
は
神
奈
川
県
の
よ
う
な
「
市
立
○
○
小
学
校
朝
鮮
人
分
校
」
と
す
る
こ
と
で
、
朝
鮮
人
児
童
の
分
散
を
回
避
す
る
と
い
う
方
策
を
と
り
得
た
の
で
は
と
い
う
疑
問

も
残
る
。
朝
鮮
人
側
内
部
で
も
議
論
が
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

一
月
三
十
一
日
、
京
都
市
教
育
長
不
破
治
は
、「
朝
鮮
人
学
校
問
題
」
を
議
題
と
す
る
市
教
委
会
議
に
お
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
報
告
し
た（

11
）。

　

  

過
日
朝
鮮
人
及
び
関
係
小
学
校
長
代
表
と
話
合
っ
た
。
結
論
と
し
て
、
低
学
年
午
後
一
時
三
〇
分
―
三
時
、
高
学
年
午
後
三
時
―
五
時
ま
で
、
市
内
三
十
七
学
校
で
、

週
二
回
の〔
朝
鮮
語
〕授
業
の
案
を
大
体
了
承
し
た
。
唯
、例
外
と
し
て
朝
鮮
人
児
童
の
密
集
し
た
数
カ
所
に
朝
鮮
人
だ
け
の
ク
ラ
ス
を
認
め
よ
と
の
強
い
要
望
が
あ
っ

た
が
、
朝
鮮
人
ク
ラ
ス
を
認
め
る
こ
と
は
、
特
別
学
級
を
作
る
事
に
な
る
か
ら
、
こ
ち
ら
と
し
て
は
受
け
入
れ
ら
れ
ぬ
事
を
強
調
し
た
が
、
代
表
は
こ
れ
を
納
得
せ
ず
、

近
く
再
開
す
る
こ
と
に
な
っ
た（

12
）。

ま
ず
、「
朝
鮮
語
授
業
」
に
つ
い
て
は
、
小
学
校
三
十
七
校
で
、
課
外
の
時
間
に
週
二
回
行
う
こ
と
で
朝
鮮
人
側
と
合
意
が
成
立
し
た
。
た
だ
し
、
合
意
は
、
こ
の
後
に

生
ず
る
事
情
に
よ
り
す
ぐ
に
は
実
現
し
な
い
ま
ま
に
、
四
月
の
新
学
期
を
迎
え
る
こ
と
と
な
る
。
一
方
、「
朝
鮮
人
だ
け
の
ク
ラ
ス
」
及
び
「
朝
鮮
人
ク
ラ
ス
」
と
は
、
本

稿
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
分
級
」
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
朝
鮮
人
側
は
、
大
筋
で
は
市
教
委
の
示
す
「
課
外
の
時
間
」
で
の
「
朝
鮮
語
授
業
」
を
認
め
つ
つ
も
、
朝
鮮

人
集
住
地
域
の
小
学
校
に
お
い
て
は
、「
例
外
と
し
て
」「
分
級
」
を
求
め
た
こ
と
に
な
る
。「
例
外
と
し
て
」
と
い
う
文
言
が
示
す
よ
う
に
、
朝
鮮
人
側
も
「
朝
鮮
人
ク
ラ

ス
」
の
実
現
は
、
相
当
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
教
育
長
不
破
は
、
こ
れ
を
「
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
」
と
し
た
。
そ
の
理
由
を
、

市
教
委
管
理
部
長
浜
野
練
太
郎
は
、
二
月
四
日
、
市
議
会
文
教
委
員
協
議
会
に
お
い
て
「
分
校
、
集
団
入
学
等
に
つ
い
て
は
、
…
軍
政
部
よ
り
も
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
で
、

許
さ
ぬ
方
針
で
、
日
本
人
の
学
童
と
同
一
の
学
級
で
行
い
た
い
」
と
説
明
し
た
。「
集
団
入
学
」
と
は
、
当
時
各
地
の
朝
鮮
人
側
で
使
わ
れ
た
文
言
で
、
転
入
に
あ
た
っ
て

朝
鮮
人
児
童
を
分
散
し
て
日
本
人
が
主
体
の
通
常
学
級
に
振
り
分
け
る
の
で
な
く
、
朝
鮮
人
だ
け
の
集
団
編
成
、
つ
ま
り
「
朝
鮮
人
ク
ラ
ス
」
の
設
置
を
意
味
す
る
も
の

で
あ
る
。
そ
の
上
で
浜
野
は
、「
融
和
問
題
、
運
営
の
点
よ
り
考
え
て
、
こ
の
よ
う
な
措
置
は
一
切
認
め
ら
れ
ぬ
」
と
し
た（

13
）。

公
立
学
校
の
中
に
日
本
人
と
分
離
し
た
朝
鮮

人
の
み
の
学
級
が
成
立
す
れ
ば
、
校
内
の
子
ど
も
同
士
の
「
融
和
」
や
学
校
「
運
営
」
が
困
難
に
な
る
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
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一
九
五
〇
年
四
月
の
新
学
期
、
市
内
の
朝
鮮
人
児
童
約
四
〇
〇
名
が
居
住
区
の
各
小
学
校
に
一

斉
に
転
校
し
た（

14
）。

た
だ
、
こ
の
時
点
で
は
、「
朝
鮮
語
授
業
」
を
「
課
外
の
時
間
」
に
実
施
す
る
大

筋
の
合
意
が
成
立
し
た
一
方
で
、「
朝
鮮
人
ク
ラ
ス
」
に
つ
い
て
は
、
対
立
を
残
し
て
い
た
こ
と
を

確
認
し
て
お
く
。

四
月
以
降
、
市
教
委
は
、
合
意
が
成
立
し
た
放
課
後
週
二
回
の
「
朝
鮮
語
授
業
」
実
施
に
向
け

て
準
備
を
進
め
る
。
し
か
し
、
詳
細
な
経
緯
は
割
愛
す
る
が
、
講
師
の
採
用
を
め
ぐ
り
「
旧
朝
連
」

と
「
民
団
系
」
の
二
つ
の
朝
鮮
人
団
体
が
対
立
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
市
教
委
は
実
施
を
何

度
も
延
期
す
る
こ
と
に
な
る
。
同
年
一
二
月
一
日
、「
旧
朝
連
」
の
朝
鮮
人
児
童
と
父
母
約
一
〇
〇

名
が
、
市
役
所
で
教
育
長
に
面
会
を
要
求
し
、
課
外
教
育
の
開
講
を
早
く
す
る
よ
う
求
め
た
。
市

教
委
は
、
民
団
側
の
了
解
が
必
要
と
し
た
こ
と
か
ら
、
交
渉
は
膠
着
状
態
と
な
る
。
市
側
の
退
去

命
令
に
よ
り
出
動
し
た
警
察
官
に
よ
り
父
母
七
名
が
検
挙
さ
れ
る
事
態
が
生
じ
、
新
聞
も
こ
れ
を

大
き
く
報
じ
た（

15
）。

一
二
月
九
日
、
市
教
委
は
、
双
方
の
代
表
と
協
議
す
る
場
を
設
定
し
た
が
、
民

団
側
は
出
席
せ
ず
、「
旧
朝
連
」
側
と
協
議
の
結
果
、
課
外
教
育
の
早
期
実
施
の
た
め
、
教
員
の
選

考
に
つ
い
て
は
、教
育
長
に
一
任
す
る
こ
と
で
折
り
合
い
が
つ
い
た
こ
と
か
ら
、翌
年
一
月
か
ら「
朝

鮮
人
課
外
教
育
」
の
実
施
を
決
定
し
た（

16
）。

一
九
五
一
年
一
月
二
六
日
の
市
教
委
会
議
に
お
い
て
、

教
育
長
不
破
は
、
陶
化
、
柏
野
、
養
正
及
び
朱
雀
第
四
の
四
校
に
お
い
て
一
月
中
に
実
施
す
る
こ

と
を
報
告
し
た
。
た
だ
し
、
実
際
に
は
、
こ
こ
に
は
な
か
っ
た
学
校
で
の
開
設
も
あ
り
、「
朝
鮮
人

課
外
教
育
」
は
、
養
正
小
、
柏
野
小
、
陶
化
小
、
南
大
内
小
、
嵯
峨
野
小
の
五
校
で
開
設
さ
れ
た
。

講
師
は
、
市
教
委
が
任
用
し
「
月
手
当
」
四
、〇
〇
〇
円
を
支
給
し
た
。
教
員
免
許
状
は
必
要
と
さ

れ
て
い
な
い
が
、
任
用
に
際
し
て
教
職
適
格
審
査
で
「
適
格
」
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
表

2
に
示
し
た
よ
う
に
、
確
認
が
で
き
た
講
師
七
名
は
い
ず
れ
も
男
性
で
あ
り
、
そ
の
最
終
学
歴
は

表 2　「朝鮮人課外教育」開設（1951 年）校と担当講師

校名 開設月日 講師名（在任期間）及び経歴

養正小 1月 25 日

鄭渭東（51 年 1 月～ 4月）1929 年生／同志社大学文学部 3年在学中／ 51 年 1
月「教職適格」
金仁守（51 年 4 月～ 53 年 12 月）1928 年生／ 45 年 3 月蔚山公立農業学校 4
年卒業／ 47 年 11 月紫竹朝鮮人学院教師（～ 49 年 11 月）／ 49 年 11 月「教
職適格」／関西大学在学中

柏野小 1月 25 日

韓桂玉（51 年 1 月～ 6 月）1929 年生／ 45 年 7 月京城公立旭丘中学校 4年中
退／ 49 年 7 月京都大学法学部入学（同 3回生在学中）／ 50 年 6 月「教職適格」
鄭球和（51 年 6 月～ 53 年 12 月）1924 年生／ 42 年 4 月京城師範学校本科入
学／ 45 年 3 月卒業

陶化小 2月 1日 （講師名不詳）

南大内小 6月 18 日

朴琮雲（51 年 6 月～不明）1934 年生／ 51 年 4 月同志社大学短期大学部入学
／在学中
姜成佶（51 年 11 月～ 52 年 12 月）1921 年生／ 45 年 3 月名古屋帝国大学（機械）
卒業

嵯峨野小 9月 10 日 朴文國（51 年 9 月～不明）1925 年生／ 48 年 3 月中央大学経済学部卒業／ 50
年 5 月「教職適格」

教員の経歴等は当該校の教職員関係資料による。「教職適格」は教職適格審査で「適格」とされたこと（時期）
を示す。
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大
学
卒
業
一
名
、
中
退
一
名
、
在
学
中
四
名
、
師
範
学
校
卒
業
一
名
で
あ
る
。
当
時
と
し
て
は
か
な
り
の
高
学
歴
者
で
あ
っ
た
。

（
3
）「
朝
鮮
人
ク
ラ
ス
」
を
求
め
る
運
動

以
上
の
経
緯
に
よ
り
、
市
教
委
は
、
一
九
五
一
年
一
月
か
ら
九
月
ま
で
に
時
期
に
、
週
二
回
の
「
朝
鮮
人
課
外
教
育
」
を
開
設
し
、
こ
れ
が
五
三
年
一
二
月
ま
で
継
続

す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
開
設
校
は
五
校
の
み
、
し
か
も
、
授
業
終
了
後
の
放
課
後
の
時
間
で
あ
り
、
朝
鮮
人
側
の
要
求
か
ら
は
、
不
十
分
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
、
朝
鮮
人
側
が
求
め
た
「
朝
鮮
人
ク
ラ
ス
」、
す
な
わ
ち
朝
鮮
人
集
住
地
域
に
お
け
る
「
分
級
」
は
実
現
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

こ
の
時
期
の
全
国
の
状
況
に
目
を
転
じ
る
と
、
東
京
都
で
は
都
立
朝
鮮
人
学
校
が
、
神
奈
川
県
、
兵
庫
県
、
岡
山
県
等
で
は
朝
鮮
人
の
み
の
公
立
学
校
分
校
が
運
営
さ
れ
、

こ
れ
ら
の
学
校
の
存
続
を
め
ぐ
り
、
朝
鮮
人
学
校
側
と
日
本
人
教
育
関
係
者
と
の
連
携
も
生
ま
れ
る
。
一
九
五
二
年
一
一
月
か
ら
翌
年
に
か
け
、
東
京
大
学
教
育
学
部
の

勝
田
守
一
と
太
田
堯
が
全
国
の
朝
鮮
人
学
校
の
実
態
調
査
を
行
う
。
ま
た
、
一
九
五
三
年
一
月
に
高
知
市
で
開
か
れ
た
日
教
組
第
二
回
教
育
研
究
大
会
で
は
、
都
立
朝
鮮

人
学
校
の
梶
井
陟
が
第
八
分
科
会
に
お
い
て
報
告
し
、
朝
鮮
人
の
学
校
教
育
問
題
が
初
め
て
議
論
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
九
五
二
年
か
ら
五
三
年
に
か
け
て
、

朝
鮮
人
教
育
を
め
ぐ
る
運
動
に
日
本
人
教
育
関
係
者
が
参
加
に
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
運
動
の
側
で
は
、
京
都
の
状
況
を
ど
の
よ
う
に
み
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

都
立
朝
鮮
人
学
校
の
関
係
者
を
中
心
に
組
織
さ
れ
て
い
る
在
日
本
朝
鮮
人
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
全
国
連
絡
会
の
機
関
誌
『
平
和
と
教
育
』
は
、
一
九
五
三
年
一
月
、「
在
日
朝
鮮
人

の
現
状
と
諸
問
題
」
を
特
集
し
た
。
誌
上
、
李
珍
珪
は
、
学
校
閉
鎖
措
置
以
降
の
全
国
の
朝
鮮
人
教
育
の
現
状
を
紹
介
し
た
上
で
、
京
都
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
論
じ

て
い
る
。

　

  

い
ち
ば
ん
う
ま
く
い
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
は
大
阪
、
京
都
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
地
方
は
児
童
数
が
多
い
の
で
公
立
分
校
で
も
充
分
や
っ
て
い
か
れ
る
の
に
こ
れ
を

拒
否
し
、
父
兄
た
ち
の
強
硬
な
要
求
の
あ
る
と
こ
ろ
だ
け
に
、
若
干
の
文
字
通
り
の
課
外
教
育
を
や
ら
せ
て
い
る
。〔
…
〕
京
都
で
も
大
阪
と
大
体
同
じ
方
法
で
八
カ

所
ば
か
り
課
外
教
育
を
や
っ
て
い
る
。
し
か
し
教
員
が
い
な
い
の
で
三
カ
所
は
現
在
閉
鎖
状
態
で
あ
る
。
大
阪
と
京
都
で
は
教
員
の
任
命
も
父
兄
の
推
薦
す
る
の
は

悉
く
拒
否
し
、
市
で
は
一
方
的
に
「
有
資
格
者
」
を
採
用
す
る
た
め
、
課
外
教
育
の
講
師
は
大
学
生
の
一
つ
の
ア
ル
バ
イ
ト
視
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
教
育

に
対
す
る
熱
意
も
な
く
、
報
酬
も
こ
れ
ら
の
地
方
で
は
月
四
、〇
〇
〇
円
で
固
定
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る（

17
）。
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こ
れ
は
、
児
童
数
が
多
い
の
に
「
公
立
分
校
」
を
持
つ
こ
と
な
く
、
公
立
学
校
で
の
「
課
外
教
育
」
を
実
施
し
て
い
る
京
都
や
大
阪
の
朝
鮮
人
教
育
に
対
す
る
朝
鮮
人
全

国
組
織
の
側
の
評
価
と
み
て
よ
い
。
ま
た
、「
課
外
教
育
の
講
師
は
大
学
生
の
一
つ
の
ア
ル
バ
イ
ト
視
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
指
摘
は
、「
朝
鮮
人
課
外
教
育
」
の
講
師
任

用
が
行
政
の
主
導
で
な
さ
れ
て
い
る
京
都
市
の
実
態
を
さ
し
示
し
た
と
し
て
も
の
と
し
て
注
目
で
き
る
。

一
方
、
京
都
市
で
は
、
市
立
小
学
校
五
校
で
週
二
回
の
「
朝
鮮
人
課
外
教
育
」
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
の
、
朝
鮮
人
側
が
求
め
た
「
朝
鮮
人
ク
ラ
ス
」、
す

な
わ
ち
朝
鮮
人
集
住
地
域
に
お
け
る
「
分
級
」
は
実
現
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
後
の
交
渉
に
つ
い
て
は
、
行
政
側
の
記
録
は
確
認
で
き
な
い
。
た
だ
、
一
九
五
二

年
に
な
る
と
、
課
外
教
育
を
「
朝
鮮
人
ク
ラ
ス
」
に
せ
よ
と
い
う
要
求
が
、
児
童
や
保
護
者
か
ら
出
さ
れ
て
く
る
こ
と
が
新
聞
報
道
か
ら
確
認
で
き
る
。「
朝
鮮
人
ク
ラ
ス
」

と
い
う
二
年
越
し
の
火
種
は
、
残
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
運
動
の
前
面
に
児
童
が
登
場
し
て
く
る
こ
と
も
特
徴
的
で
あ
る
。

一
九
五
二
年
四
月
二
四
日
、
円
山
公
園
で
開
催
予
定
だ
っ
た
朝
鮮
人
Ｐ
Ｔ
Ａ
主
催
「
四
・
二
四
教
育
祭
」
を
、
京
都
市
公
安
委
員
会
は
、
市
公
安
条
例
に
よ
り
集
会
禁
止

と
し
た
。
市
内
各
所
の
朝
鮮
人
集
地
域
に
待
機
し
た
警
察
官
は
、集
会
参
加
の
た
め
市
内
各
所
に
集
合
し
た
朝
鮮
人
を
「
無
届
デ
モ
」
や
「
集
会
禁
止
」
と
し
て
規
制
し
た
。

市
内
各
所
の
朝
鮮
人
の
動
向
を
報
じ
た
記
事
か
ら
は
、
こ
こ
に
子
ど
も
が
多
数
参
加
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る（

18
）。

ま
た
、
翌
年
、
一
九
五
三
年
二
月
一
〇
日
に
は
、

朝
鮮
人
側
の
主
催
、「
京
都
日
教
組
」
後
援
に
よ
る
朝
鮮
人
教
育
に
つ
い
て
の
座
談
会
が
養
正
小
学
校
で
開
催
さ
れ
、
小
中
学
校
校
長
・
教
員
、
府
市
の
教
育
委
員
が
参
加

し
た（

19
）。

さ
ら
に
同
年
四
月
以
降
に
は
、朝
鮮
人
側
に
よ
る
市
教
委
と
の
交
渉
や
陳
情
が
活
発
化
す
る
こ
と
が
確
認
で
き
る（

20
）。『

夕
刊
京
都
』
に
よ
る
と
、三
月
上
旬
に
は
「
代

表
者
が
市
教
委
に
「
各
行
政
区
に
一
か
所
ず
つ
各
行
政
区
に
朝
鮮
人
の
小
、
中
学
校
を
設
置
さ
れ
た
い
」
と
申
入
れ
、
今
日
〔
九
月
一
〇
日
〕
ま
で
に
四
、五
回
市
教
委
と

の
間
に
交
渉
を
行
っ
て
い
る
」
と
い
う（

21
）。

一
方
、
市
教
委
の
会
議
録
に
よ
る
と
、
同
年
四
月
に
は
「
下
鴨
地
区
朝
鮮
人
Ｐ
Ｔ
Ａ
一
同
」
及
び
「
在
日
朝
鮮
統
一
民
主
戦
線

京
都
府
委
員
会
裵
寛
植
」
氏
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
「
朝
鮮
人
教
育
の
充
実
」
に
つ
い
て
の
「
願
出
」
が
あ
っ
た
。「
下
鴨
地
区
朝
鮮
人
Ｐ
Ｔ
Ａ
」
と
は
、
養
正
小
学
校
や
上
賀
茂

小
学
校
を
含
む
洛
北
地
域
の
朝
鮮
人
児
童
の
保
護
者
会
と
考
え
ら
れ
、「
在
日
朝
鮮
統
一
民
主
戦
線
」（
民
戦
）
は
、
朝
連
の
後
継
団
体
と
し
て
一
九
五
一
年
一
月
に
結
成

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
京
都
に
お
い
て
も
民
戦
の
組
織
及
び
民
戦
と
つ
な
が
る
「
朝
鮮
人
Ｐ
Ｔ
Ａ
」
が
、
朝
鮮
人
教
育
と
行
政
と
の
交
渉
を
主
導
し
て
い
た
と
み
て
よ
い
。

「
朝
鮮
人
教
育
の
充
実
」
の
具
体
的
内
容
は
不
詳
で
あ
る
が
、「
朝
鮮
人
ク
ラ
ス
」
す
な
わ
ち
「
分
級
」
の
要
求
も
含
ま
れ
て
い
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
六
月
に
は
「
朝

鮮
人
課
外
講
師
金
仁
守
氏
外
四
名
よ
り
、
給
与
を
日
本
の
教
職
員
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
改
定
の
比
率
に
準
じ
て
改
定
さ
れ
た
い
旨
」
の
「
願
出
」
も
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
七
月

に
は
「
京
都
第
一
朝
鮮
人
小
学
校
父
兄
一
同
よ
り
同
校
を
公
立
に
さ
れ
た
い
旨
の
願
出
」
が
、
一
〇
月
に
は
「
学
校
法
人
京
都
朝
鮮
中
学
校
よ
り
朝
鮮
中
学
校
の
公
立
化

に
つ
い
て
」
の
「
願
出
」
が
な
さ
れ
た
。
前
者
は
、
一
九
四
九
年
九
月
末
の
市
教
委
に
よ
る
学
校
閉
鎖
後
も
無
認
可
の
い
わ
ゆ
る
「
自
主
学
校
」
と
し
て
継
続
し
て
き
た
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学
校
で
あ
る
。
後
者
は
、
一
九
五
〇
年
三
月
末
に
閉
鎖
し
た
旧
朝
連
西
陣
小
学
校
を
校
舎
と
し
て
、
五
三
年
四
月
に
新
た
に
中
学
校
レ
ベ
ル
の
学
校
と
し
て
、
京
都
府
知

事
よ
り
私
立
各
種
学
校
認
可
を
受
け
た
開
設
一
年
目
の
学
校
で
あ
る（

22
）。「

旧
朝
連
」
系
両
校
の
「
公
立
化
」
を
求
め
る
動
き
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
以
外
の
資
料
が
見
つ
か
ら

な
い
現
時
点
で
は
こ
れ
以
上
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
の
公
立
学
校
に
お
け
る
「
分
級
」
の
要
求
、
各
行
政
区
に
朝
鮮
人
の
小
、
中
学
校
を
設
置
の
要
求

と
と
も
に
、
行
政
に
公
教
育
の
枠
組
み
の
中
に
お
い
て
、
朝
鮮
人
教
育
を
求
め
た
こ
の
時
期
独
自
の
動
き
と
し
て
注
目
し
て
お
き
た
い
。

こ
う
し
た
行
政
と
の
交
渉
の
一
方
で
、
朝
鮮
人
側
は
、「
朝
鮮
人
ク
ラ
ス
」
開
設
に
向
け
た
教
員
養
成
の
動
き
を
も
進
行
さ
せ
て
い
た
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
金
斗
権
さ

ん
の
話
に
よ
る
と
、
一
九
五
三
年
の
夏
に
、
民
戦
と
考
え
ら
れ
る
朝
鮮
人
組
織
か
ら
の
要
請
に
よ
り
、
教
師
経
験
の
な
い
朝
鮮
人
青
年
が
十
五
人
か
ら
二
〇
人
く
ら
い
集

め
ら
れ
、「
民
族
教
育
の
た
め
に
若
い
青
春
を
捧
げ
よ
」
と
説
得
さ
れ
た
と
い
う
。
夏
季
休
業
中
の
京
都
朝
鮮
中
学
の
校
舎
で
、
約
一
か
月
間
の
民
族
教
育
「
講
習
会
」
を

受
け
た
と
い
う
。
終
了
後
、
金
斗
権
さ
ん
は
、
上
賀
茂
地
区
の
担
当
と
さ
れ
、
地
域
に
住
み
込
み
、
朝
鮮
人
児
童
の
家
庭
訪
問
を
す
る
な
ど
の
活
動
を
続
け
、
そ
の
傍
ら

毎
週
の
よ
う
に
交
渉
の
た
め
に
市
教
委
に
行
っ
た
と
い
う（

23
）。

こ
の
よ
う
に
、
実
際
の
教
員
配
置
や
児
童
の
入
級
勧
奨
ま
で
進
め
て
い
た
こ
と
は
、
朝
鮮
人
側
で
は
、
市
教

委
と
の
交
渉
の
途
上
で
あ
る
こ
の
一
九
五
三
年
夏
の
時
点
に
お
い
て
、
す
で
に
「
朝
鮮
人
ク
ラ
ス
」
の
設
置
も
含
め
た
民
族
学
級
の
開
設
が
可
能
と
い
う
見
通
し
を
持
っ

て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

九
月
七
日
、
柏
野
小
学
校
と
養
正
小
学
校
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
児
童
と
保
護
者
が
、「
課
外
教
育
」
を
「
分
級
」
に
せ
よ
と
学
校
長
に
要
求
し
、
養
正
小
で
は
、
児
童
六
六

人
が
欠
席
し
保
護
者
と
と
も
に
市
教
委
に
押
し
掛
け
、
柏
野
小
学
校
で
は
、
警
察
官
に
よ
る
強
制
排
除
と
い
う
事
態
が
起
こ
る
。『
京
都
新
聞
』
は
「
朝
鮮
人
教
育
、
京
で

も
ト
ラ
ブ
ル
、
分
離
を
叫
び
集
団
欠
席
、
市
教
委
と
の
間
に
ミ
ゾ
」
と
、『
夕
刊
京
都
』
も
「
民
族
闘
争
も
か
ら
む
朝
鮮
人
教
育
問
題
、
決
ら
ぬ
文
部
省
方
針
、
お
か
げ
で

市
教
委
板
バ
サ
ミ
」
と
、
一
面
ト
ッ
プ
で
報
じ
た
。
二
紙
か
ら
は
、
両
校
の
事
態
に
対
し
て
九
月
七
日
に
市
教
委
が
「
特
別
教
室
問
題
」、
す
な
わ
ち
「
分
級
」
に
つ
い
て

朝
鮮
人
側
と
交
渉
を
持
っ
た
こ
と
、
及
び
「
文
部
省
の
方
針
が
決
ま
ら
ぬ
こ
と
に
は
身
動
き
が
と
れ
な
い
」
市
教
委
に
対
し
て
、「
京
都
市
の
自
主
性
で
解
決
せ
よ
」
と
要

求
す
る
朝
鮮
人
代
表
と
の
対
立
構
図
が
確
認
で
き
る
。
市
教
委
の
判
断
の
根
底
に
は
、「
分
級
」
設
置
は
教
育
法
の
範
囲
を
超
え
る
こ
と
か
ら
、
文
部
省
の
判
断
が
必
要
と

い
う
認
識
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
記
事
は
、
交
渉
当
日
の
柏
野
小
学
校
の
朝
鮮
人
児
童
七
〇
人
の
集
団
行
動
を
「
ト
ラ
ブ
ル
」
と
報
じ
た（

24
）。

し
か
し
、
児
童
七
〇
人
の

う
ち
の
第
五
・
第
六
学
年
児
童
の
中
に
は
、
三
年
前
の
一
九
五
〇
年
三
月
ま
で
は
、
朝
連
西
陣
小
学
校
に
就
学
し
、
同
年
四
月
に
柏
野
小
学
校
に
転
入
、
日
本
人
中
心
の

学
級
に
分
散
さ
れ
た
と
い
う
学
歴
を
持
つ
者
も
い
た
は
ず
で
あ
る（

25
）。「

自
分
ら
だ
け
の
授
業
を
や
ら
せ
ろ
」
と
の
主
張
に
は
、
三
年
前
ま
で
は
朝
鮮
人
の
み
の
集
団
で
授
業

を
受
け
て
い
た
と
い
う
教
育
経
験
も
作
用
し
た
に
違
い
な
い
。「
ト
ラ
ブ
ル
」
と
い
う
枠
に
は
収
ま
ら
な
い
も
の
で
あ
る（

26
）。
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さ
ら
に
、
九
月
一
五
日
に
は
、
朝
鮮
人
保
護
者
五
〇
名
と
児
童
一
〇
〇
名
が
市
教
委
に
行
き
、「
特
別
教
育
」
を
要
求
す
る
な
ど
、
朝
鮮
人
側
は
市
教
委
と
の
交
渉
を
重

ね
た（

27
）。

朝
鮮
人
側
の
運
動
は
、
養
正
小
と
柏
野
小
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
以
下
は
、
二
校
と
同
様
に
「
朝
鮮
人
課
外
教
育
」
を
実
施
し
て
い
た
南
大
内
小
学

校
の
「
記
録
」
で
あ
る
。

　

  

文
部
省
の
方
針
に
て
ら
し
、
市
教
委
の
決
断
に
は
時
間
が
か
か
り
、
遂
に
九
月
に
至
り
柏
野
校
、
養
正
校
で
、
集
団
欠
席
、
教
室
占
拠
の
事
態
を
ひ
き
お
こ
す
に
至
り
、

問
題
は
愈
々
深
刻
と
な
り
解
決
は
益
々
困
難
と
な
っ
た
。
本
校
に
於
い
て
は
、九
月
一
三
日
、二
七
名
の
集
団
交
渉
が
あ
り
、現
状
で
は
と
う
て
い
辛
抱
で
き
な
い
旨
、

強
硬
な
意
見
が
開
陳
さ
れ
た（

28
）。

断
片
的
な
記
録
で
は
あ
る
が
、「
問
題
は
愈
々
深
刻
」「
解
決
は
益
々
困
難
」
と
す
る
当
校
の
認
識
、
及
び
当
校
に
お
け
る
交
渉
の
事
実
に
注
目
し
た
い
。

以
上
の
両
校
の
朝
鮮
人
児
童
に
よ
る
「
集
団
欠
席
、
教
室
占
拠
の
事
態
」
に
対
処
す
る
た
め
、
市
教
委
は
、
一
〇
月
三
一
日
、「
分
級
」
問
題
に
つ
い
て
の
一
定
の
「
決

断
」
を
し
た
。
市
教
委
『
会
議
録
』
に
よ
る
と（

29
）、こ

の
日
、事
務
局
は
「
緊
急
議
案
」「
朝
鮮
民
族
教
育
に
つ
い
て
」
を
五
人
の
教
育
委
員
に
審
議
を
求
め
た（

30
）。

説
明
に
立
っ

た
指
導
部
長
市
川
教
一
は
、「
養
正
、
上
賀
茂
校
に
つ
い
て
は
、
先
般
研
究
会
を
行
っ
た
結
果
、
そ
れ
ぞ
れ
二
教
室
を
提
供
し
、
特
設
学
級
及
び
特
別
施
設
を
編
成
、
又
は

提
供
し
て
民
族
教
育
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。
…
南
大
内
、
待
鳳
、
陶
化
、
嵯
峨
野
、
山
王
、
西
京
極
、
朱
四
、
御
室
校
に
つ
い
て
は
希
望
の
あ
り
次
第
研
究
し
た
い
」

と
説
明
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
副
委
員
長
神
先
幹
子
が
、
開
始
時
期
を
質
問
す
る
な
ど
、
若
干
の
質
疑
応
答
が
な
さ
れ
た（

31
）。

そ
の
後
、
委
員
長
福
原
達
郎
が
、「
民
族
教

育
に
つ
い
て
は
日
本
の
法
律
を
守
る
こ
と
、
日
本
の
児
童
に
対
す
る
教
育
を
阻
害
し
な
い
こ
と
、
と
言
う
條
件
で
各
学
校
の
情
勢
下
に
応
じ
て
行
い
た
い
」
と
発
言
し
た（

32
）。

さ
ら
に
、
教
育
長
不
破
が
「
更
に
、
今
回
の
措
置
は
文
部
省
の
指
令
が
あ
る
迄
の
暫
定
的
な
処
置
で
あ
る
」
と
説
明
し
た
。『
会
議
録
』
に
は
、
こ
れ
以
外
の
委
員
の
発
言

は
記
録
さ
れ
て
お
ら
ず
、「
三
條
件
〔
福
原
及
び
不
破
に
よ
る
発
言
〕
を
附
し
て
養
正
、上
賀
茂
校
に
於
け
る
処
置
を
承
認
す
る
こ
と
」
を
「
採
決
」
し
た
結
果
、委
員
「
全

員
賛
成
に
よ
り
可
決
」
し
た
。
教
育
委
員
の
中
に
は
、
福
原
、
神
先
の
ほ
か
、
そ
れ
ぞ
れ
「
教
育
の
機
会
均
等
・
民
主
教
育
の
獲
得
」
や
「
再
軍
備
の
費
用
を
子
供
の
費

用
に
」
を
掲
げ
て
当
選
し
た
吉
川
勝
三（

33
）や

市
川
白
弦（

34
）も

含
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
直
後
に
生
ず
る
旭
丘
中
学
校
問
題
で
は
、
教
員
の
処
分
等
を
め
ぐ
り
、
委
員
長
福
原
ら
と

教
育
委
員
を
二
分
す
る
対
立
を
生
む
こ
と
に
な
る（

35
）。

こ
こ
で
は
、
養
正
小
学
校
に
「
特
設
学
級
」、
上
賀
茂
小
学
校
に
「
特
別
施
設
」
設
置
と
い
う
事
務
局
の
提
案
を
教
育

委
員
五
人
が
全
会
一
致
で
承
認
し
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
後
明
ら
か
に
な
る
が
、「
特
設
学
級
」
は
「
朝
鮮
人
ク
ラ
ス
」
を
、「
特
別
施
設
」
は
「
抽
出
学
級
」
を
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意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
交
渉
は
急
速
に
進
展
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
後
、
市
教
委
は
、
学
校
と
の
協
議
を
進
め
、
一
一
月
末
に
は
、
何
ら
か
の
実
施
案
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
二
月
一
五
日
の
『
解
放
新
聞
』
は
、「
一
二
月
一

日
、
朝
鮮
人
Ｐ
Ｔ
Ａ
な
ど
二
十
二
名
の
代
表
と
市
教
委
と
の
会
議
」
に
お
い
て
、「
市
内
の
柏
野
、
山
王
、
南
大
内
、
養
正
の
日
本
人
小
学
校
で
、
朝
鮮
学
童
に
対
し
て
一

週
間
に
二
十
四
時
間
の
民
族
教
育
を
正
課
と
し
て
実
施
す
る
こ
と
」
で
合
意
し
た
と
報
じ
た（

36
）。「

二
十
四
時
間
」
と
は
、
第
三
〜
六
学
年
の
合
計
時
間
数
を
意
味
す
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
同
記
事
は
、
見
出
し
を
「
京
都
、
教
育
闘
争
に
お
け
る
成
果
、
民
族
課
目
を
争
取
、
日
本
学
校
通
学
生
に
」
と
し
て
お
り
、
朝
鮮
人
側
は
、
市
教
委
の
決
定

を
「
争
取
」
し
た
「
成
果
」
と
し
て
評
価
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
。
一
二
月
一
日
の
朝
鮮
人
側
と
市
教
委
の
会
議
で
こ
の
具
体
的
な
実
施
計
画
が
示
さ
れ
、
一
九
四
九
年

末
以
来
の
朝
鮮
人
側
と
市
教
委
の
交
渉
に
一
定
の
合
意
が
成
立
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

2　

朝
鮮
人
「
特
別
学
級
」
の
成
立

（
1
）「
朝
鮮
人
の
た
め
の
特
別
教
育
実
施
要
綱
」
の
策
定

市
教
委
の
実
施
案
な
る
も
の
と
は
、「
昭
和
二
八
年
一
二
月
二
四
日
決
定
」
と
記
さ
れ
た
「
朝
鮮
人
の
た
め
の
特
別
教
育
実
施
要
綱
」（
資
料
1
に
示
す
．
以
下
「
実
施

要
綱
」）
で
あ
る
。
一
二
月
一
日
の
朝
鮮
人
側
と
の
会
議
で
、
市
教
委
が
、「
実
施
要
綱
」
中
の
「
朝
鮮
人
の
た
め
の
特
別
教
育
」（
以
下
「
特
別
教
育
」）
の
概
要
を
朝
鮮

人
側
に
示
し
た
こ
と
に
よ
り
交
渉
が
妥
結
し
た
。
こ
れ
を
受
け
、
市
教
委
は
「
実
施
要
綱
」
を
一
二
月
二
四
日
に
正
式
決
定
し
、
翌
年
一
月
一
日
よ
り
こ
れ
を
実
施
し
た

と
考
え
る
。

通
常
、
実
施
要
綱
と
は
、
行
政
府
が
行
う
事
業
の
大
枠
や
行
政
政
策
の
枠
組
み
な
ど
の
原
則
的
な
事
柄
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。「
特
別
教
育
」
は
、
国
の
教
育
法
の
枠

組
み
に
は
な
い
京
都
市
独
自
の
事
業
と
な
る
こ
と
か
ら
、
法
と
の
整
合
を
図
る
た
め
に
は
、
新
た
に
実
施
要
綱
を
策
定
す
る
必
要
が
あ
る
と
判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
実
施
要
綱
」
は
、
全
一
二
条
と
「
附
則
」
よ
り
な
る
。
第
一
条
で
は
、「
特
別
教
育
」
は
「
京
都
市
立
小
学
校
に
在
籍
す
る
朝
鮮
人
児
童
の
た
め
に
行
な
う
」
と
し
た

上
で
、
そ
の
た
め
の
教
育
の
場
と
し
て
の
「
特
別
施
設
」
を
「
特
別
に
朝
鮮
人
児
童
に
よ
っ
て
編
成
さ
れ
る
学
級
」
と
「
正
規
の
授
業
時
間
中
に
抽
出
さ
れ
て
編
成
さ
れ

る
朝
鮮
人
児
童
の
学
級
」
と
の
二
類
型
に
分
け
、
前
者
を
「
特
別
学
級
」、
後
者
を
「
抽
出
学
級
」
と
呼
ん
だ
。「
特
別
学
級
」
は
、
本
稿
で
論
じ
て
き
た
「
分
級
」
に
あ

た
り
、
朝
鮮
人
側
の
文
言
で
は
「
朝
鮮
人
ク
ラ
ス
」
で
あ
る
。「
抽
出
学
級
」
は
、
放
課
後
で
は
な
く
、
授
業
時
間
中
に
朝
鮮
人
児
童
の
み
を
「
抽
出
」
し
て
実
施
さ
れ
る
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新
た
な
形
態
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

一
九
五
一
年
に
開
始
し
た
「
朝
鮮

人
課
外
教
育
」
を
「
放
課
後
学
級
」

と
呼
び
、「
実
施
要
綱
」
を
「
準

用
す
る
」
と
し
た
。
こ
れ
に
よ
り

「
特
別
教
育
」
は
三
形
態
と
な
る（

37
）。

第
二
条
で
は
、「
特
別
教
育
」

の
実
施
は
、
学
校
教
育
法
第
一
七

条
及
び
第
一
八
条
を
根
拠
と
す
る

こ
と
を
明
記
し
、
そ
の
「
目
標
」

を
「
朝
鮮
語
を
理
解
し
使
用
能
力

と
養
う
」
こ
と
、
及
び
「
朝
鮮
の

歴
史
、地
理
の
概
要
を
知
ら
せ
る
」

こ
と
し
た
。
そ
の
上
で
、
第
七
条

で
は
、「
特
別
施
設
の
教
育
課
程

の
教
科
と
し
て
社
会
（「
社
会
乙
」

と
い
う
）、
国
語
（「
国
語
乙
」
と

い
う
）
を
中
心
と
し
た
教
科
を
お

く
」
と
し
、
二
教
科
の
授
業
時
間

数
の
上
限
を
も
定
め
た
。
こ
れ
ら

は
、「
特
別
教
育
」
に
お
い
て
、

資料1　「朝鮮人のための特別教育実施要綱」〔京都市教育委員会、昭和28年 12月 24日決定〕
第一条（適用範囲）
　  （１）この実施要綱は京都市立小学校に在籍する朝鮮人児童のために行なう小学校内に設けられる
特別の教育施設（以下特別施設という）に適用する。
　  （２）朝鮮人のために行なう特別施設とは特別に朝鮮人児童によって編成される学級（以下特別学
級という）、正規の授業時間中に抽出されて編成される朝鮮人児童の学級（以下抽出学級という）を
いう。
第二条（目標）
　  特別施設における教育は、学校教育法第十七条（小学校の目的）及び第十八条（目標）の趣旨に則り、
左の各号の目的達成を期さなければならない。
　　（一）朝鮮語を理解し使用する能力を養うこと。
　　（二）朝鮮における歴史及び地理についての概要を知らせること。
第三条（特別施設の設置）
　  （１）特別学級は学校運営上施設その他に支障のない場合に限りこれを設置することができる。但
し講堂若くは雨天体操場を特別施設のために充当することはできない。（2）〔省略〕

第四条（学級編成基準）
　特別施設の学級編成は左の基準による。
　　（一）特別学級における一学級の児童数は実出席児童数四十名以上なければならない。
　　（二）抽出学級における一学級の児童数は実出席児童数二十名以上なければならない。
　　（三）放課後学級は（二）の基準による。
第五条（講師）
　特別施設の講師は京都市教育委員会（以下委員会という）において採用したものに限る。
第六条（特別施設設置の手続）〔省略〕
第七条（教育課程）
　  第二条の目標を達成するために、特別施設の教育課程の教科として社会（「社会乙」という）、国語（「国
語乙」という）を中心とした教科をおく。授業時間数は左の各号による。
　　（一）第一・二学年、第三・四学年、第五・六学年それぞれ週当り五・八・十時間以内とする。
　　（二）（一）の各時間数には、特別教育活動の時間を充当することも差支えない。
　　  （三）特別学級・抽出学級の教育課程を作成する場合には他の教科の学習に甚だしい支障を来さ
ない様留意しなければならない。

第八条（評価）
　  特別施設において行われる学習の評価は、教科毎に行い、学習指導要録に記載する場合には、左表
の如く別紙に評価して学習指導要録の裏面上方に貼付する。〔表－省略〕
第九条（管理）〔省略〕
第十条（特別施設で授業を行う日）〔省略〕
第十一条（教科用図書）
　特別施設で使用する教科用図書は委員会で許可したものに限る。
第十二条（特別施設の停止又は廃止）
　左の各号に該当するときは、特別施設を停止又は廃止することがある。
　　（一）特別施設の実出席児童数が第四条の基準より低下したとき。
　　（二）本要綱の趣旨に反して、運営実施されたとき。
　　（三）その他委員会が停止又は廃止の必要を認めたとき。
附  則　1　この要綱は朝鮮人教育に関し、国から別段の指示があるまでの暫定措置として昭和 29 年 1
月 1 日から実施する。2　現に実施している放課後学級については、この要綱を準用する。
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小
学
校
の
教
育
課
程
に
は
な
い
「
朝
鮮
語
」
や
「
朝
鮮
の
歴
史
、
地
理
」
の
教
授
を
可
能
と
す
る
た
め
に
、
学
校
教
育
法
の
規
定
に
基
づ
い
た
教
育
課
程
に
位
置
づ
け
る

必
要
か
ら
、「
国
語
乙
」
や
「
社
会
乙
」
と
い
う
新
た
な
教
科
の
枠
組
み
を
新
設
し
、
時
間
数
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
換
言
す
る
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
枠
組
み
を
つ
く
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
朝
鮮
人
側
が
要
求
し
た
「
朝
鮮
語
」
等
の
教
授
と
教
育
法
に
規
定
さ
れ
た
教
育
課
程
と
の
整
合
性
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
日
本
人

向
け
で
あ
る
こ
と
が
自
明
で
あ
る
教
育
課
程
を
部
分
的
に
朝
鮮
人
向
け
に
改
編
し
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。

さ
ら
に
、
同
様
な
必
要
か
ら
、
第
四
条

学
級
編
成
、
第
五
条

講
師
、
第
八
条

評
価
、
第
一
一
条

教
科
書
の
基
準
も
定
め
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
基
準
を
満

た
す
な
ら
、
校
長
の
願
出
に
よ
り
設
置
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

以
上
、「
実
施
要
綱
」
は
、
京
都
市
立
小
学
校
の
中
で
、
朝
鮮
人
教
育
を
実
施
す
る
枠
組
み
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
朝
鮮
人
向
け
の
教
育
を
公
立
学
校
に
お
い
て
実
施

す
る
根
拠
を
明
確
に
す
る
意
味
合
い
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、「
附
則
」
に
お
い
て
、「
朝
鮮
人
教
育
に
関
し
、
国
か
ら
別
段
の
指
示
が
あ
る
ま
で
の
暫
定
措
置
」

と
明
示
し
た
よ
う
に
、
国
の
教
育
政
策
と
の
微
妙
な
関
係
の
中
で
、「
暫
定
」
的
に
成
立
し
て
い
る
と
い
う
不
安
定
な
も
の
で
も
あ
っ
た
。

「
実
施
要
綱
」
に
基
づ
く
「
特
別
施
設
」
は
、一
九
五
四
年
一
月
か
ら
六
月
ま
で
の
間
に
九
小
学
校
に
開
設
さ
れ
た
。
表
3
に
示
し
た
よ
う
に
、「
特
別
学
級
」
が
養
正
小
、

「
抽
出
学
級
」
が
柏
野
小
な
ど
六
校
、「
放
課
後
学
級
」
が
朱
雀
第
四
小
な
ど
二
校
で
あ
る
。
朝
鮮
人
側
が
強
く
求
め
た
「
朝
鮮
人
ク
ラ
ス
」
す
な
わ
ち
「
特
別
学
級
」
は
、

養
正
小
一
校
に
の
み
に
認
め
ら
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
の
間
の
経
緯
に
つ
い
て
、
先
の
南
大
内
小
学
校
「
記
録
」
は
、
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

  

一
〇
月
に
至
り
、
養
正
、
上
賀
茂
の
二
校
に
於
て
、
全
日
学
級
、
抽
出
学
級
の
設
置
を
見
る
に
至
り
各
校
の
実
情
に
て
ら
し
、
個
々
に
検
討
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

本
校
に
於
て
も
数
次
の
交
渉
及
検
討
の
結
果
、
抽
出
三
学
級
を
作
る
こ
と
と
な
り
、
二
十
九
年
一
月
よ
り
実
施
す
る（

38
）。

「
記
録
」
に
よ
る
と
、
前
年
一
〇
月
の
市
教
委
決
定
後
、
養
正
小
、
上
賀
茂
小
以
外
の
各
学
校
で
は
、
開
設
す
る
「
特
別
施
設
」
の
形
態
や
学
級
数
を
め
ぐ
り
、
朝
鮮
人

側
と
の
「
交
渉
」
が
な
さ
れ
、「
検
討
の
結
果
」、
上
記
の
開
設
を
決
定
し
た
と
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
教
育
委
員
長
福
原
の
「
各
学
校
の
情
勢
下
に
応
じ
て
行
い
た
い
」

と
い
う
先
の
発
言
に
符
合
す
る
。
し
た
が
っ
て
、「
交
渉
及
検
討
の
結
果
」
開
設
し
な
い
こ
と
を
決
定
し
た
学
校
も
あ
っ
た
。
一
例
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
指
導
部
長
市
川
も

開
設
を
検
討
す
る
と
し
て
い
た
西
京
極
小
学
校
で
は
、
区
内
の
朝
鮮
人
保
護
者
が
「
全
校
児
童
数
九
三
二
人
の
二
割
を
占
め
る
朝
鮮
人
児
童
の
た
め
に
三
教
室
を
提
供
、

独
自
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
授
業
を
行
い
た
い
」
と
し
て
学
校
側
と
交
渉
し
た
。
こ
れ
は
、
養
正
小
と
同
様
の
「
特
別
学
級
」
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
三
教
室
の
割
当
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に
育
友
会
の
中
に
反
対
も
あ
り
、
市
教
委
も
認
め
ず
、
当
校
で
は
、

結
局
「
特
別
施
設
」
は
開
設
さ
れ
な
か
っ
た（

39
）。

以
上
、
全
九
校
と
い
う
「
特
別
施
設
」
開
設
数
は
、
一
九
五
一
年

の
「
朝
鮮
人
課
外
教
育
」
五
校
か
ら
は
増
加
し
た
も
の
の
、
五
〇
年

の
市
教
委
実
施
案
に
あ
っ
た
三
七
校
か
ら
み
る
と
極
め
て
限
定
さ
れ

た
も
の
で
あ
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
先
の
西
京
極
小
学
校
と
同

様
の
事
例
は
、他
に
も
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
小
学
校
九
校
の
「
特

別
教
育
」
に
参
加
し
た
児
童
総
数
は
、
六
〇
〇
人
か
ら
八
〇
〇
人
程

度
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
年
度
の
市
立
小
学
校
の

朝
鮮
人
児
童
数
が
約
四
、八
〇
〇
人
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
み
て
も
、

対
象
と
な
っ
た
児
童
は
、
相
当
限
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
も

留
意
す
る
必
要
が
あ
る（

40
）。

な
お
、
前
年
九
月
以
降
、
上
賀
茂
地
区
で
学
級
開
設
の
た
め
に
保

護
者
宅
の
家
庭
訪
問
を
す
る
な
ど
の
活
動
を
し
て
い
た
金
斗
権
は
、

一
月
一
日
付
で
上
賀
茂
小
学
校
の
講
師
に
任
用
さ
れ
た
。

（
2
）「
朝
鮮
学
級
」
開
設
の
動
向

養
正
小
学
校
は
、
第
三
学
期
始
め
の
一
月
一
〇
日
に
「
朝
鮮
学
級
」

を
開
設
し
た（

41
）。

年
度
末
に
近
い
時
期
に
、
四
月
か
ら
の
新
年
度
を
待

た
ず
児
童
を
移
動
し
て
新
た
な
学
級
を
編
成
し
、
新
担
任
を
発
令
す

る
こ
と
は
、
通
常
の
教
育
行
政
や
学
校
に
と
っ
て
は
き
わ
め
て
異
例

表 3　「特別教育」実施校と朝鮮人講師（1954 年）
校名と開設日 学級 朝鮮人講師名（生年）及び経歴
養正小
1月 10 日 特別 李春圃（1920 年）1939 年 3月慶州公立高等普通学校卒業／ 53年 12月 16日任用

文京子（1933 年）1949 年 3 月北白川韓国中学校卒業／ 53 年 12 月 16 日任用
陶化小 抽出 （開設月日及び講師名不詳）

山王小
1月 抽出

夫  斗玉（1926 年）1947 年 4 月立命館大学経済学部編入（51 年中退）51 年 9 月
京都七条朝鮮人小学校教員／ 53 年 3 月同校退職／ 54 年 1 月 1 日任用
権  碩鳳（1931 年）1949 年 4 月金沢大学理学部入学（50 年 10 月中退）／ 54 年
1 月 1 日任用

南大内小
1月 10 日 抽出

孫明姫（1934 年）1953 年 3 月洛陽工業高校卒業／ 54 年 1 月 1 日任用
李  鳳善（1925 年）1948 年 4 月立命館大学経済学部入学（50 年 10 月中退）53
年 1 月南大内小朝鮮人課外教育講師任用から引き続き、54 年 1 月 1 日任用

柏野小
1月 抽出

朴  順香（1933 年生）1951 年 4 月京都女子大児童科入学／ 52 年 9 月中退／ 54
年 1 月 1 日任用
鄭  球和（1924 年生）1942 年 3 月普洲公立中学校卒業／ 4月京城師範学校本科
入学／ 45 年 3 月卒業／ 51 年 9 月柏野小朝鮮人課外教育講師任用から引き続
き、54 年 1 月 1 日任用

待鳳小 抽出 （開設月日講師名不詳）

上賀茂小
1月 抽出

金斗権（1923 年）1942 年 3月慶北農業技術研修所課程修了／ 54年 1月 1日任用
咸  甲道（1924 年）1942 年 3 月金海公立農業実修学校卒業／ 44 年陸軍特別幹部
候補生入隊（45 年復員）／ 53 年京都人文学園専攻科入学（在学中）／ 54 年
1 月 1 日任用

朱雀第四小
6月 28 日 放課後 李甲連（生年不詳）1954 年七条朝鮮人小学校退職／ 54 年 6 月 28 日任用

金京姫（生年及び経歴不詳）1954 年 6 月 28 日任用

嵯峨野小
（不明） 放課後

朴  文國（1925 年）1948 年 3 月中央大学卒業／ 49 年 4 月京都朝鮮中学教員（50
年 9 月辞任）／ 51 年 9 月嵯峨野小朝鮮語課外講師（大阪大学在学中）／ 53
年 3 月大阪大学卒業／ 53 年 4 月京都大学文学部大学院入学（在学中）、当校
課外教育講師から引き続き、54 年（月不明）任用

教員の経歴等は、当該校の教職員関係資料による。
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の
こ
と
で
あ
る
。
朝
鮮
人
保
護
者
や
児
童
の
喫
緊
の
動
向
か
ら
、
問
題
が
緊
急
性
を
持
つ
と
い
う
認
識
が
、
市
教
委
及
び
学
校
側
に
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。
一
月
八
日
『
京

都
新
聞
』
は
、「
一
〇
日
か
ら
朝
鮮
人
児
童
の
独
立
学
級
発
足
」
と
報
じ
た（

42
）。

記
事
は
、「
特
別
学
級
」
が
朝
鮮
人
だ
け
の
「
完
全
な
分
離
授
業
」
で
あ
り
、「
そ
の
成
行
き
」

に
「
非
常
な
注
目
と
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
」
と
し
た
上
で
、
以
下
の
よ
う
な
「
心
配
」
を
も
指
摘
し
た
。

　

  

し
か
し
、そ
れ
よ
り
も
こ
の
よ
う
な
独
立
し
た
学
級
と
な
れ
ば
、児
童
の
心
理
か
ら
民
族
意
識
が
強
く
な
り
差
別
的
な
言
葉
を
多
く
出
す
子
ど
も
が
出
て
く
る
こ
と
や
、

運
動
面
に
テ
ィ
ー
ム
対
抗
競
争
な
ど
の
場
合
起
こ
り
得
る
感
情
意
識
な
ど
を
非
常
に
注
意
す
る
と
同
時
に
心
配
し
て
い
る
。

記
事
は
、
学
級
の
開
設
に
伴
う
学
校
側
の
懸
念
を
伝
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
「
民
族
意
識
」
や
「
差
別
的
な
言
葉
」
を
語
る
主
体
が
、
朝
鮮
人
か
日
本
人
な
の
か

に
つ
い
て
は
何
も
語
ら
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
「
民
族
意
識
が
強
く
」
な
る
か
ら
、「
差
別
的
な
言
葉
を
多
く
出
す
子
ど
も
」
が
出
て
く
る
の
か
と
の
疑
問
も
生
ず
る
。
お

そ
ら
く
、
朝
鮮
人
だ
け
の
学
級
が
で
き
れ
ば
、
朝
鮮
人
児
童
の
民
族
意
識
が
強
く
な
り
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
よ
う
に
日
本
人
の
子
ど
も
の
差
別
的
な
言
動
が
増
え
、
朝
鮮

人
と
日
本
人
と
の
児
童
間
に
対
抗
的
な
「
感
情
意
識
」
が
生
じ
か
ね
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
対
抗
的
な
感
情
は
、
混
合
ク
ラ
ス
、
す
な
わ
ち
通
常
学
級

で
も
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
ま
で
朝
鮮
人
児
童
は
、
日
本
人
が
多
数
を
占
め
る
通
常
学
級
に
バ
ラ
バ
ラ
に
分
散
さ
れ
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
た
と
え
差
別
的

な
言
葉
を
投
げ
か
け
ら
れ
て
も
、
対
抗
意
識
を
表
す
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
発
露
さ
れ
に
く
か
っ
た
朝
鮮
人
と
し
て
の
意
識
が
、
朝
鮮
人
の
み
の
「
特
別

学
級
」
設
置
に
よ
っ
て
顕
在
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
特
別
学
級
を
「
一
切
認
め
ら
れ
ぬ
」
理
由
と
し
て
「
融
和
問
題
」
を
挙
げ
て
い
た
先
の
市
教
委

管
理
部
長
浜
野
の
認
識
と
も
通
底
す
る
も
の
で
も
あ
る（

43
）。

そ
こ
に
お
け
る
「
融
和
」
は
、
あ
く
ま
で
も
日
本
人
の
立
場
か
ら
発
想
さ
れ
た
も
の
、
つ
ま
り
朝
鮮
人
と
し
て

の
意
識
が
発
露
さ
れ
な
い
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

記
事
に
よ
る
と
、「
朝
鮮
学
級
」
は
第
三
・
第
四
学
年
が
四
九
名
、
第
五
・
第
六
学
年
が
四
四
名
で
構
成
さ
れ
た
複
式
二
学
級
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
第
一
学
年
に
二
一

人
、
第
二
学
年
に
二
六
名
の
「
分
離
教
育
希
望
者
」
が
い
た
が
、
第
一
・
第
二
学
年
の
「
朝
鮮
学
級
」
は
、
な
ぜ
か
設
置
さ
れ
な
か
っ
た
。「
実
施
要
綱
」
は
、
第
一
・
第

二
学
年
に
つ
い
て
も
週
当
た
り
五
時
間
以
内
と
規
定
し
て
い
る
も
の
の
、「
抽
出
」
形
態
の
他
の
小
学
校
に
お
い
て
も
、
実
際
に
は
第
三
学
年
以
上
を
対
象
と
し
、
第
一
・

第
二
学
年
は
除
外
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る（

44
）。

理
由
は
不
詳
で
あ
る
が
、
第
一
学
年
か
ら
分
離
し
た
場
合
、
日
本
人
の
立
場
か
ら
見
て
不
都
合
な
「
感
情
意
識
」
が
い
っ
そ
う

強
ま
る
こ
と
を
恐
れ
た
措
置
と
も
考
え
ら
れ
る
。「
実
施
要
綱
」
決
定
後
に
、
第
一
・
第
二
学
年
を
「
特
別
教
育
」
の
対
象
外
と
す
る
取
り
決
め
が
な
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
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る
。
さ
ら
に
、記
事
は
、朝
鮮
人
「
在
校
者
数
」
と
「
分
離
教
育
希
望
者
数
」
を
学
年
ご
と
に
示
し
、「
分
離
教
育
を
希
望
し
な
い
者
が
五
八
人
」
も
あ
る
と
し
た
上
で
、「
こ

の
原
因
は
各
学
年
と
も
分
離
に
よ
る
学
力
低
下
を
恐
れ
た
た
め
」
と
し
て
い
る
。

一
月
一
〇
日
に
は
「
希
望
し
た
児
童
を
三
、四
年
と
五
、六
年
に
分
け
、
二
学
級
の
授
業
開
始
式
」
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
年
の
三
学
期
始
業
式
は
、
一
月
八
日
の
金
曜
日

で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
授
業
開
始
式
は
、
日
曜
日
に
行
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
全
校
児
童
が
登
校
し
な
い
日
曜
日
を
選
ん
で
、
希
望
し
た
朝
鮮
人
児
童
だ
け
を
登
校
さ
せ
、

学
級
編
成
の
た
め
の
「
授
業
開
始
式
」
を
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
翌
一
月
一
一
日
に
は
、
日
本
人
児
童
代
表
一
三
〇
名
が
参
加
し
て
「
朝
鮮
人
学
級
開
設
式
」
が
行
わ
れ
た（

45
）。

『
養
正
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
報
』
に
掲
載
さ
れ
た
開
設
式
の
「
式
次
」
か
ら
、
学
校
長
式
辞
、
市
教
委
代
表
式
辞
、
養
正
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
長
祝
辞
に
続
い
て
、
朝
鮮
人
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
長
、
民
戦

代
表
、
朝
鮮
人
Ｐ
Ｔ
Ａ
連
合
会
代
表
の
朝
鮮
人
三
名
の
祝
辞
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る（

46
）。

民
戦
及
び
Ｐ
Ｔ
Ａ
連
合
会
は
、
京
都
府
全
体
の
朝
鮮
人
組
織
で
あ
る
。
両
組

織
の
代
表
が
そ
ろ
っ
て
出
席
し
、か
つ
祝
辞
を
述
べ
た
こ
と
は
、「
朝
鮮
学
級
」
の
開
設
が
養
正
地
区
の
朝
鮮
人
だ
け
で
な
く
、京
都
の
朝
鮮
人
組
織
に
と
っ
て
重
要
で
あ
っ

た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
と
も
に
、開
設
に
あ
た
っ
て
は
、市
教
委
や
学
校
と
と
も
に
、両
組
織
が
相
当
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
と
っ
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

同
会
報
は
、「
朝
鮮
人
学
級
開
設
に
あ
た
っ
て
」
と
い
う
学
級
担
任
三
名
連
名
に
よ
る
文
章
を
掲
載
し
た
。
そ
こ
で
は
、
教
育
基
本
法
第
三
条
を
掲
げ
「
朝
鮮
人
を
教
育
す

る
こ
と
は
教
育
の
機
会
の
上
よ
り
当
然
の
こ
と
」
で
あ
り
、「
異
国
の
地
で
民
族
独
立
を
念
願
す
る
朝
鮮
人
達
の
児
童
」
を
指
導
育
成
す
る
こ
と
は
、
担
任
に
「
課
せ
ら
れ

た
問
題
」
で
あ
る
と
し
た
。
そ
の
上
で
、「
同
じ
養
正
校
の
校
舎
に
学
ぶ
一
学
級
と
し
て
の
朝
鮮
人
学
級
」
で
あ
り
、「
何
ら
養
正
校
よ
り
分
裂
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」

と
し
て
、
普
通
学
級
と
の
一
体
性
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
保
護
者
に
対
し
て
朝
鮮
人
学
級
開
設
へ
の
理
解
を
求
め
た（

47
）。

三
名
の
学
級
担
任
は
、
加
藤
佐
久
次（

48
）、

李
春
圃
、
文
京
子
で
あ
る
。
日
本
人
教
員
が
担
任
、
朝
鮮
人
教
員
は
副
担
任
と
さ
れ
た
。
第
五
・
第
六
学
年
の
学
級
を
加
藤
佐

久
次
と
李
春
圃
が
、
第
三
・
第
四
学
年
を
文
京
子
が
副
担
任
と
し
た
。
第
三
・
第
四
学
年
担
任
と
し
て
加
藤
と
は
別
の
日
本
人
教
員
が
配
置
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
不
明

で
あ
る
。
授
業
は
、「
国
語
乙
」「
社
会
乙
」
と
「
朝
鮮
の
音
楽
」
を
朝
鮮
人
教
員
が
、
そ
れ
以
外
は
、
普
通
学
級
と
同
様
の
内
容
を
複
式
授
業
の
形
式
で
日
本
人
担
任
が

当
た
っ
た
。
職
名
は
、
加
藤
が
教
諭
、
李
と
文
が
嘱
託
講
師
、
三
名
と
も
京
都
市
教
員
任
用
が
「
一
九
五
三
年
一
二
月
一
六
日
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
二
月
一
六
日
以
降
、

翌
年
一
月
の
「
朝
鮮
学
級
」
開
設
の
準
備
に
あ
た
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
日
本
人
担
任
の
配
置
や
教
育
内
容
に
つ
い
て
の
抵
抗
は
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

朝
鮮
人
側
は
、
教
授
用
語
や
教
育
内
容
よ
り
も
、
朝
鮮
人
だ
け
の
学
級
編
成
を
重
視
し
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

当
初
か
ら
学
級
運
営
を
中
心
的
に
担
っ
た
の
は
、
日
本
人
教
員
の
加
藤
で
あ
っ
た
。
一
九
一
四
年
生
ま
れ
の
加
藤
は
、
一
九
四
五
年
八
月
、
中
国
「
関
東
州
」
の
旅
順

国
民
学
校
訓
導
の
時
に
敗
戦
と
な
り
、
四
七
年
に
引
揚
帰
国
、
と
い
う
経
歴
を
持
つ
。
引
揚
後
、
教
職
以
外
の
様
々
な
仕
事
を
渡
り
歩
い
て
い
た
時
に
、
師
範
学
校
の
先
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輩
だ
っ
た
養
正
小
学
校
教
頭
竹
林
隆
次
か
ら
「
市
教
委
は
、
全
市
の
初
の
試
み
と
し
て
養
正
校
に
朝
鮮
人
学
級
を
設
置
し
た
い
意
向
で
、
外
地
経
験
者
を
さ
が
し
て
い
る
」

と
勧
誘
さ
れ
、
市
教
委
で
採
用
試
験
を
受
け
た
の
が
、「
昭
和
二
八
年
〔
一
九
五
三
年
〕
一
〇
月
の
こ
と
で
あ
っ
た（

49
）」。

養
正
小
「
特
別
学
級
」
設
置
の
た
め
の
臨
時
採
用

試
験
に
よ
り
任
用
さ
れ
た
加
藤
は
、
こ
の
後
、
一
九
五
九
年
度
末
ま
で
の
六
年
余
り
に
わ
た
り
担
任
を
す
る
こ
と
に
な
る（

50
）。「

外
地
経
験
者
」
で
あ
れ
ば
、
多
少
は
朝
鮮
語

が
で
き
る
と
い
う
判
断
が
市
教
委
側
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
加
藤
は
、
中
国
語
は
多
少
理
解
で
き
た
よ
う
で
あ
る
が
、
朝
鮮
語
は
で
き
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た（

51
）。

一
方
、
朝
鮮
人
講
師
の
採
用
に
あ
た
っ
て
は
、
教
員
免
許
状
は
必
要
と
さ
れ
て
お
ら
ず
、「
課
外
教
育
」
講
師
採
用
の
際
に
課
さ
れ
て
い
た
教
職
適
格
審
査
は
、
講
和
条

約
発
効
に
よ
り
制
度
そ
の
も
の
が
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
に
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
た
だ
、
二
名
の
朝
鮮
人
講
師
の
任
用
経
過
は
不
明
で
あ
る
。
李
春
圃
は
、

一
九
二
〇
年
生
ま
れ
、「
一
九
三
九
年
慶
州
公
立
高
等
普
通
学
校
卒
業
」
と
い
う
学
歴
を
持
つ
が
、
渡
日
の
時
期
、
経
歴
は
不
詳
で
あ
る
。
こ
の
後
、
一
九
五
七
年
末
ま
で

の
四
年
余
り
担
任
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
文
京
子
は
、
一
九
三
三
年
生
ま
れ
、
京
都
市
立
小
学
校
卒
業
、「
北
白
川
韓
国
中
学
校
」
入
学
、
一
九
四
九
年
卒
業
と
い
う
学
歴

を
持
つ（

52
）。

一
九
五
五
年
八
月
ま
で
の
二
年
余
り
担
任
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
当
初
の
朝
鮮
人
講
師
の
給
与
は
、
月
額
九
、五
〇
〇
円
で
あ
っ
た（

53
）。

一
方
、
一
九
五
一
年
に
養

正
小
に
開
設
さ
れ
た
「
課
外
教
育
」
の
講
師
で
あ
っ
た
金
仁
守
は
、
五
三
年
一
二
月
三
一
日
付
で
退
職
し
た
。

前
述
の
よ
う
に
「
課
外
教
育
」
講
師
任
用
は
、採
用
試
験
、教
職
適
格
審
査
な
ど
市
教
委
が
主
導
し
た
が
、表
3
に
示
し
た
「
特
別
教
育
」
講
師
採
用
に
は
、前
年
の
「
講

習
会
」
参
加
者
が
任
用
さ
れ
た
よ
う
に
、
朝
鮮
人
側
の
意
向
が
相
当
反
映
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
。

（
3
）「
朝
鮮
学
級
」
の
位
置
と
性
格

以
上
の
経
過
を
も
っ
て
、
当
校
に
市
内
で
唯
一
設
置
さ
れ
た
「
特
別
学
級
」
は
、
一
九
六
七
年
三
月
ま
で
の
十
三
年
余
り
の
間
運
営
さ
れ
た
。
た
だ
、
当
学
級
に
つ
い

て
は
、
市
教
委
、
学
校
、
朝
鮮
人
団
体
な
ど
に
記
録
や
資
料
が
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
な
い
。
こ
こ
で
は
、
現
時
点
で
把
握
で
き
た
資
料
等
を
整
理
し
、
当
学
級
の
位
置
と

性
格
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
試
み
る
。

ま
ず
、「
朝
鮮
学
級
」
の
在
籍
児
童
数
（
一
九
五
三
年
度
〜
六
五
年
度
）
を
表
4
に
示
す
。
こ
の
間
、
合
わ
せ
て
約
二
〇
〇
名
が
当
学
級
を
卒
業
し
た
こ
と
に
な
る（

54
）。

卒

業
後
は
、
校
区
で
あ
る
京
都
市
立
高
野
中
学
校
で
は
な
く
、
教
育
法
上
は
中
学
校
で
は
な
く
各
種
学
校
で
あ
っ
た
京
都
朝
鮮
中
級
学
校
（
一
九
五
三
年
開
設
）
へ
進
学
し

た
児
童
も
相
当
数
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、「
朝
鮮
学
級
」
は
第
三
学
年
以
上
を
対
象
と
し
た
が
、
養
正
小
学
校
に
在
籍
し
て
い
る
も
の
の
「
朝
鮮
学
級
」
に
は
入

級
し
な
い
朝
鮮
人
児
童
も
相
当
数
い
た
こ
と
に
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
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で
は
、
入
級
は
ど
の
よ
う
な
経
過
で
な
さ
れ
た
の
か
。
一
九
五
四
年
一
月
、
開
設
当
初
の
「
朝

鮮
学
級
」
に
移
っ
た
当
時
六
年
生
だ
っ
た
黄
弘
吉
さ
ん
は
、「
三
学
期
の
初
日
に
鞄
も
っ
て
自
分
の

席
に
行
っ
て
」
み
る
と
、
先
生
に
「
今
日
か
ら
お
前
あ
っ
ち
の
方
へ
行
く
よ
う
に
な
っ
て
ん
で
」

と
教
え
ら
れ
た
が
、「
自
分
は
し
ら
な
か
っ
た
。
民
族
学
級
へ
行
く
と
い
う
こ
と
を
。
と
こ
ろ
が
親

は
す
で
に
了
解
し
と
っ
た
」
と
い
う
。「
ク
ラ
ス
に
入
っ
て
み
て
、
あ
い
つ
も
朝
鮮
人
か
、
こ
い
つ

も
朝
鮮
人
か
と
い
う
こ
と
が
初
め
て
分
か
っ
た
」
と
い
う（

55
）。

同
じ
く
一
月
に
三
年
生
だ
っ
た
呉
英

淑
さ
ん
は
、
父
親
に
言
わ
れ
て
朝
鮮
学
級
に
入
っ
た
。
父
親
は
、
家
の
中
に
「
朝
鮮
語
常
用
」
と

朝
鮮
語
の
張
り
紙
を
す
る
ほ
ど
の
教
育
熱
心
で
あ
っ
た
と
い
う
。「
あ
の
頃
は
き
つ
い
差
別
が
あ
っ

た
か
ら
〔
入
級
し
て
〕
ほ
っ
と
し
ま
し
た
ね
」
と
話
す（

56
）。

ま
た
、一
九
五
四
年
四
月
に
三
年
生
に
な
っ

た
呉
成
元
さ
ん
は
、
運
動
場
で
遊
ん
で
い
る
と
き
に
、
学
校
に
来
た
呉
さ
ん
の
伯
父
に
呼
び
と
め

ら
れ
た
。「
言
わ
れ
る
と
お
り
に
後
ろ
つ
い
て
行
っ
た
ら
、
職
員
室
に
は
民
族
学
級
の
先
生
四
人
が

す
わ
っ
て
お
り
」「
僕
は
た
だ
黙
っ
て
立
っ
て
い
た
ら
、
お
じ
さ
ん
は
帰
っ
た
」。「
担
任
の
先
生
が

行
き
ま
し
ょ
う
」
と
行
っ
た
部
屋
が
朝
鮮
学
級
の
教
室
だ
っ
た
と
い
う（

57
）。

三
人
の
話
か
ら
は
、
児

童
の
入
級
に
つ
い
て
は
、
学
校
で
は
な
く
保
護
者
を
含
め
た
朝
鮮
人
側
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
に
よ
り

な
さ
れ
て
い
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

次
に
、授
業
に
つ
い
て
で
あ
る
。「
朝
鮮
学
級
」
の
校
時
表
（
時
間
割
）
は
残
っ
て
い
な
い
た
め
、

当
時
の
学
習
指
導
要
領
と
「
実
施
要
綱
」
か
ら
勘
案
し
た
教
科
目
の
授
業
時
数
を
表
5
に
示
し
た
。

「
国
語
乙
」
は
朝
鮮
語
（
朝
鮮
国
語
）、「
社
会
乙
」
は
「
朝
鮮
に
お
け
る
歴
史
及
び
地
理
」
の
時
間

で
あ
る
。「
実
施
要
綱
」
に
明
示
が
な
い
が
、
新
聞
記
事
で
は
、
音
楽
科
二
時
間
の
内
、
一
時
間
は

「
朝
鮮
の
音
楽
の
時
間
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
勘
案
す
る
と
、第
五
・
第
六
学
年
の
場
合
、「
国

語
乙
」
五
時
間
、「
社
会
乙
」
四
時
間
、
朝
鮮
の
音
楽
が
一
時
間
で
、
週
当
た
り
一
〇
時
間
と
な
る
。

表 4　京都市立養正小学校「朝鮮人特別学級」の児童数（1953 年度～ 1965 年度）

年度
第 3学年 第 4学年 第 5学年 第 6学年 合　計

男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計
1953 18 31 26 18 93
1954 8 15 23 9 8 17 7 22 29 9 14 23 33 59 92
1955 13 6 19 7 15 22 10 8 18 8 22 30 38 51 89
1956 12 11 23 14 6 20 7 15 22 10 8 18 43 40 83
1957 0 11 11 12 11 23 13 6 19 8 15 23 33 43 76
1958 2 6 8 0 10 10 12 11 23 9 4 13 23 31 54
1960 9 8 17 6 6 12 4 9 13 0 7 7 19 30 49 
1961 4 8 12 9 8 17 5 4 9 3 10 13 21 30 51
1962 7 2 9 4 8 12 6 6 12 5 4 9 22 20 42
1963 1 6 7 6 2 8 4 8 12 6 5 11 17 21 38
1964 3 3 6 0 5 5 8 2 10 4 8 12 15 18 33
1965 0 0 0 3 3 6 0 5 5 7 2 9 10 10 20
本表は、『京都市教育委員会指定統計』各年度版の「特別学級児童数」の項より作成した。ただし、1953 年度
は統計にないため、54 年 1 月の学級開設時の『京都新聞』（1954 年 1 月 8 日）の「分離教育希望者」をあてた。
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た
だ
し
、
加
藤
は
、
こ
れ
を
「
週
一
二
時
間
」
と
記
録
し
て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
科
目
授
業
を
朝
鮮
人
講
師
が
し
、

そ
の
他
の
科
目
を
複
式
授
業
の
形
式
で
日
本
人
教
員
が
担
当
し
た
。
加
藤
に
よ
る
と
「
授
業
時
数
が
少
な
い
こ
と
と
複
式
授
業
で

あ
る
」
た
め
、
授
業
が
難
し
か
っ
た
と
回
想
し
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
六
〇
年
代
初
頭
に
「
朝
鮮
学
級
」
を
一
年
間
担
任
し
た
日

本
人
教
員
及
び
朝
鮮
人
講
師
の
李
福
順
さ
ん
の
話
を
よ
る
と
、
教
室
の
中
で
日
本
人
教
員
と
朝
鮮
人
講
師
が
一
緒
に
い
る
と
い
う

場
面
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
朝
の
始
業
時
の
出
席
確
認
な
ど
は
日
本
人
教
員
が
行
い
、
給
食
や
掃
除
の
時
間
に
は
日
本
人
教
員
は
あ

ま
り
来
な
か
っ
た
と
い
う（

58
）。

給
食
時
に
日
本
人
教
員
が
不
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
質
的
な
担
任
は
朝
鮮
人
講
師
で
あ
っ
た

と
み
る
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
双
方
の
教
育
活
動
に
一
定
の
境
界
線
が
引
か
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

一
三
年
余
り
の
間
継
続
し
た
「
朝
鮮
学
級
」
の
担
任
を
経
験
し
た
日
本
人
教
員
は
全
部
で
一
七
名
、
う
ち
加
藤
は
開
設
時
か
ら

七
年
間
担
任
を
し
た
。
た
だ
し
、
一
七
名
中
一
四
名
は
一
年
間
限
り
の
担
任
で
あ
っ
た
。
一
方
、「
朝
鮮
学
級
」
副
担
任
と
さ
れ

た
朝
鮮
人
講
師
は
全
部
で
一
〇
名
、
う
ち
一
年
間
限
り
の
者
は
二
名
の
み
で
あ
り
、
中
に
は
八
年
間
、
五
年
間
な
ど
長
期
間
の
者

も
い
る
。
開
設
当
初
は
、
朝
鮮
人
Ｐ
Ｔ
Ａ
な
ど
の
保
護
者
側
も
し
く
は
民
戦
の
組
織
が
適
任
者
を
選
任
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、

一
九
五
五
年
の
朝
鮮
総
連
の
成
立
以
後
は
、「
朝
鮮
学
級
」
以
外
の
「
抽
出
学
級
」「
放
課
後
学
級
」
の
講
師
も
含
め
、
京
都
の
総

連
組
織
が
選
任
し
た
者
を
市
教
委
が
任
用
す
る
と
い
う
方
式
が
明
確
と
な
っ
た
。
一
九
六
〇
年
代
半
ば
に
「
朝
鮮
学
級
」
の
講
師

と
な
っ
た
呉
英
淑
さ
ん
の
場
合
は
、
京
都
朝
鮮
高
級
学
校
第
三
学
年
時
に
東
京
の
朝
鮮
大
学
附
属
教
員
養
成
所
の
短
期
講
習
を
受

講
、
高
級
学
校
卒
業
年
の
四
月
よ
り
朱
雀
第
四
小
学
校
の
「
抽
出
学
級
」
の
講
師
と
な
り
、
三
年
後
当
校
の
「
朝
鮮
学
級
」
講
師

と
な
っ
た
。
こ
の
前
後
よ
り
、
呉
さ
ん
と
ほ
ぼ
同
様
の
学
歴
に
よ
る
「
朝
鮮
学
級
」
講
師
が
こ
の
後
続
く
こ
と
に
な
る
。「
京
都

朝
鮮
高
級
学
校
入
学

教
員
養
成
所
講
習
修
了

高
級
学
校
卒
業

京
都
市
立
小
学
校
朝
鮮
人
講
師
」
と
い
う
朝
鮮
人
講
師
の
教

員
養
成
ル
ー
ト
が
、
一
九
六
〇
年
あ
た
り
か
ら
形
成
さ
れ
た
と
い
え
る
。

一
方
、
市
教
委
は
、「
朝
鮮
学
級
」
を
「
暫
定
措
置
」
と
し
て
い
た
も
の
の
、
教
育
法
上
の
位
置
づ
け
は
明
確
に
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
こ
と
は
、毎
年
度
ご
と
に
作
成
さ
れ
る
『
京
都
市
教
育
委
員
会
指
定
統
計
』
の
「
特
別
学
級
児
童
数
」
項
に
、「
種
別
」

「
朝

鮮
人
」、「
校
名
」

「
養
正
」
と
し
て
、
学
年
、
性
別
ご
と
の
児
童
数
が
表
示
さ
れ
、「
朝
鮮
学
級
」
の
存
在
が
「
特
別
学
級
」

表 5　「朝鮮学級」の週当たりの教科の推定時数（1954 年 1月の開設時）
国語 国乙 社会 社乙 算数 理科 音楽 図工 家庭 体育 合計

第 3学年 普通学級 6～ 7 5 4 ～ 5 3 2 2 3 ～ 27
第 4 学年 朝鮮学級 5 5 3 3 4 3 1（1） 1 2 28
第 3 学年 普通学級 7 5～ 6 4 ～ 5 3 ～ 4 2 2 3 3 ～ 32
第 4 学年 朝鮮学級 5 5 4 4 4 3 1（1） 1 3 2 33
普通学級の週当たりの教科時数は、当時の学習指導要領（1951 年実施）に基づく推定時数である。指導要領で
は「各教科に全国一律の一定した動かしがたい時間を定めることは困難である」として、各教科の時間数は「必
要な時間数の比率」が示されているのみである。「国乙」は「国語乙」、「社乙」は「社会乙」を、音楽の（　）
内は朝鮮の音楽の時数を示す。
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の
ひ
と
つ
と
し
て
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る（

59
）。

一
方
、「
抽
出
学
級
」
及
び
「
放
課
後
学
級
」
の
場
合
は
、「
指
定
統
計
」
に
表
示
さ
れ
て
い
な
い
。
こ

れ
は
、「
抽
出
学
級
」
及
び
「
放
課
後
学
級
」
が
学
校
内
の
措
置
と
し
て
の
「
学
級
」
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、「
朝
鮮
学
級
」
は
、
学
級
編
成
の
基
準
と
教
員
定
数
を
規

定
し
た
い
わ
ゆ
る
「
教
職
員
定
数
法
」
に
基
づ
い
た
「
学
級
」
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
同
法
に
よ
る
「
学
級
」
数
が
二
で
あ
れ
ば
、
教
員
二
名
を
「
定
数
」
と

し
て
配
置
し
、
給
与
の
半
額
は
国
費
に
よ
る
負
担
と
な
る（

60
）。

こ
の
こ
と
に
よ
り
「
朝
鮮
学
級
」
が
義
務
教
育
の
基
準
を
定
め
た
法
律
に
基
づ
い
た
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。「
暫
定
措
置
」
と
い
え
ど
も
、
教
育
法
上
は
、
文
部
省
が
「
朝
鮮
学
級
」
を
認
め
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
二
年
後
の
一
九
六
六
年
五
月
、
市
教
委
は
「
実
施
要
綱
」
を
廃
止
し
、
三
形
態
の
「
特
別
教
育
」
を
「
抽
出
学
級
」
に
一
本
化
す
る
と
い
う
方
針
に
基
づ
く
「
朝
鮮

抽
出
学
級
設
置
要
綱
」
を
決
定
し
、
五
月
一
三
日
よ
り
実
施
す
る
と
し
た
。
こ
れ
は
、
前
年
六
月
の
日
韓
基
本
条
約
調
印
に
続
き
、
同
年
一
二
月
に
発
せ
ら
れ
た
二
通
の

文
部
事
務
次
官
通
達
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
同
通
達
は
「
朝
鮮
人
の
み
を
収
容
す
る
公
立
の
小
学
校
ま
た
は
中
学
校
お
よ
び
こ
れ
ら
の
学
校
の
分
校
ま
た
は
、
特
別
の

学
級
は
、
今
後
設
置
す
べ
き
で
は
な
い（

61
）」

と
し
て
「
分
校
」
と
「
特
別
の
学
級
」
の
設
置
を
禁
止
し
、
さ
ら
に
「
朝
鮮
人
教
育
に
つ
い
て
は
、
日
本
人
子
弟
と
同
様
に
取

り
扱
う
も
の
と
し
、
教
育
課
程
の
編
成
・
実
施
に
つ
い
て
特
別
の
取
り
扱
い
を
す
べ
き
で
は
な
い（

62
）」

と
、
公
立
学
校
の
朝
鮮
人
教
育
を
全
面
的
に
否
定
す
る
も
の
で
あ
っ

た（
63
）。

こ
れ
に
よ
り
市
教
委
は
、「
特
別
学
級
」
の
廃
止
を
決
定
し
た
。
た
だ
し
、「
抽
出
」
形
態
で
の
朝
鮮
人
教
育
は
、
通
達
の
許
容
範
囲
と
判
断
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
九
六
六
年
六
月
、
養
正
小
運
動
会
の
当
日
、
朝
鮮
人
の
保
護
者
が
「
特
別
学
級
」
の
廃
止
反
対
を
叫
ん
で
廊
下
に
座
り
込
み
、
校
長
を
校
長
室
か
ら
出
さ
な
い
と
し

た
こ
と
か
ら
、
校
長
は
開
会
式
の
挨
拶
が
出
来
な
か
っ
た
と
い
う（

64
）。

そ
の
後
も
反
対
運
動
が
続
い
た
こ
と
か
ら
、
市
教
委
は
、
養
正
小
学
校
の
「
朝
鮮
学
級
」
廃
止
を
一

年
延
期
と
し
た
。
養
正
小
学
校
『
学
校
沿
革
史
』
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　

  

昭
和
四
一
〔
一
九
六
六
〕
年
度
、
五
月
一
六
日
、
京
都
市
教
育
委
員
会
決
定
に
よ
り
朝
鮮
語
指
導
は
全
市
的
に
抽
出
制
と
な
る
。（
た
だ
し
四
二
年
三
月
三
一
日
ま
で
）

保
護
者
児
童
、
朝
鮮
総
連
に
よ
る
猛
烈
な
反
対
が
あ
り
、
五
月
二
日
か
ら
七
月
、
ま
た
、
八
月
末
か
ら
九
月
当
初
ま
で
の
交
渉
の
連
続
と
な
り
、
学
校
と
し
て
は
管

理
自
習
の
体
制
を
と
る
。
昭
和
四
二
〔
一
九
六
七
〕
年
度
、
五
月
一
六
日
、
民
族
学
級
（
抽
出
に
よ
る
も
の
）
開
始
、
講
師
一
名
、
三
・
四
年
一
八
名
、
五
・
六
年
六
名
、

月
、
水
、
木
、
金
の
第
三
校
時
三
、四
年
、
第
四
校
時
五
、六
年
、
朝
鮮
語
指
導
を
す
る
。
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「
朝
鮮
学
級
」
は
一
九
六
七
年
三
月
末
で
閉
鎖
と
な
り
、
新
学
期
か
ら
は
「
抽
出
学
級
」
と
な
る
。
五
年
生
以
下
の
児
童
は
、
進
級
し
た
相
当
学
年
の
普
通
学
級
に
分
散

し
て
編
入
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
形
態
や
名
称
等
は
変
わ
る
も
の
の
、
六
〇
数
年
を
経
た
現
在
も
「
コ
リ
ア
み
ん
ぞ
く
教
室
」
と
し
て
継
続
し
て
い
る
。

ま
と
め

朝
鮮
人
学
校
児
童
生
徒
を
公
立
学
校
に
転
校
さ
せ
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
地
方
行
政
当
局
と
地
元
朝
鮮
人
側
と
の
交
渉
は
、
全
国
各
地
で
か
な
り
長
期
に
わ
た
っ
て
展

開
し
、
結
果
と
し
て
、
公
立
学
校
の
中
に
多
様
な
朝
鮮
人
教
育
の
形
態
が
生
じ
た
。

京
都
市
に
お
い
て
は
、約
四
年
に
わ
た
る
交
渉
を
通
し
て
、朝
鮮
人
集
住
地
域
の
小
学
校
の
朝
鮮
人
「
分
級
」
の
認
否
が
焦
点
と
な
っ
た
。
交
渉
の
最
終
局
面
に
お
い
て
、

市
教
委
は
、
京
都
市
独
自
の
「
朝
鮮
人
の
た
め
の
特
別
教
育
実
施
要
綱
」
を
決
定
、
即
実
施
す
る
こ
と
で
、
交
渉
を
妥
結
さ
せ
た
。
そ
こ
に
は
、
い
わ
ゆ
る
普
通
学
級
と

は
分
離
し
た
朝
鮮
人
児
童
の
み
で
構
成
さ
れ
る
学
級
編
成
と
と
も
に
、「
国
語
乙
」「
社
会
乙
」
と
い
う
朝
鮮
人
向
け
の
教
科
目
の
新
設
と
学
習
評
価
、
使
用
す
る
教
科
書

の
基
準
な
ど
、「
特
別
教
育
」
を
教
育
法
に
規
定
さ
れ
た
日
本
人
向
け
の
教
育
課
程
と
の
整
合
性
を
と
る
た
め
の
基
準
を
明
示
し
た
。
こ
れ
は
、
五
人
の
市
教
育
委
員
が
全

会
一
致
で
承
認
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
は
、
国
が
基
準
と
す
る
教
育
法
の
枠
を
多
少
は
み
出
し
て
で
も
、
地
域
住
民
で
あ
る
朝
鮮
人
側
の
教
育
要
求
を
一
定
程
度

は
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
地
方
行
政
独
自
の
ロ
ジ
ッ
ク
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
の
上
、「
特
別
学
級
」
は
「
教
職
員
定
数
法
」
に
基
づ
く
位
置
づ
け
も
な
さ
れ

て
い
た
。
た
だ
し
、
あ
く
ま
で
も
「
暫
定
的
」
な
も
の
さ
れ
て
い
た
。

ま
た
、
こ
れ
を
実
施
し
た
京
都
市
立
養
正
小
学
校
に
お
い
て
は
、
日
本
人
と
朝
鮮
人
の
学
級
担
当
者
が
、
朝
鮮
人
の
教
育
を
教
育
基
本
法
の
「
教
育
の
機
会
均
等
」
の

理
念
か
ら
、
教
員
に
課
せ
ら
れ
た
課
題
す
る
と
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
こ
う
し
た
地
方
独
自
の
対
応
を
可
能
と
し
た
の
は
、
教
育
委
員
を
住
民
か
ら
直
接
選
出
す
る

公
選
制
教
育
委
員
会
制
度
や
教
育
課
程
の
基
準
を
定
め
た
学
習
指
導
要
領
が
「
試
案
」
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
、
戦
後
民
主
教
育
の
枠
組
み
が
か
ろ
う
じ
て
残
っ
て
い

た
こ
と
も
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
い
く
つ
か
の
局
面
で
散
見
さ
れ
た
朝
鮮
人
Ｐ
Ｔ
Ａ
や
朝
鮮
人
団
体
の
学
校
へ
の
関
与
や
児
童
の
「
朝
鮮
学
級
」
入
級
の
様
子
か
ら
は
、
朝
鮮
人
住
民
の
イ
ニ

シ
ア
チ
ブ
が
相
当
大
き
か
っ
た
こ
と
も
推
測
で
き
た
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
京
都
市
に
お
け
る
「
特
別
学
級
」
は
、
日
本
人
向
け
の
教
育
を
自
明
と
し
た
公
教
育
の
枠
組
み
を
地
方
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
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朝
鮮
人
住
民
の
側
か
ら
改
編
し
よ
う
と
し
た
試
み
と
い
え
る
。

一
方
、
文
部
省
は
こ
れ
を
ど
う
判
断
し
て
い
た
の
か
。
一
九
五
三
年
九
月
の
『
京
都
新
聞
』
は
、「
文
部
省
の
方
針
（
近
く
通
達
が
あ
る
）
に
従
っ
て
処
理
し
よ
う
と
す

る
市
教
委
」
と
報
じ
、
教
育
委
員
長
福
原
は
「
文
部
省
の
方
針
が
決
ま
ら
ぬ
こ
と
に
は
身
動
き
が
と
れ
な
い
」
と
発
言
し
た
。
し
か
し
、
近
く
あ
る
は
ず
の
通
達
な
る
も

の
が
出
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
。
た
だ
、
同
年
一
〇
月
二
七
日
付
の
文
部
省
文
書
「
在
日
朝
鮮
人
の
教
育
上
の
取
扱
に
関
す
る
基
本
方
針
案
」
に
は
、
以
下
の
一
項
が
あ
る（

65
）。

　

  

四
、
公
立
の
学
校
に
お
い
て
は
、
朝
鮮
人
の
た
め
の
特
別
の
施
設
、
あ
る
い
は
朝
鮮
人
の
た
め
の
特
別
の
授
業
は
行
わ
な
い
。
但
し
現
に
課
外
授
業
と
し
て
朝
鮮
語

等
の
教
育
を
行
っ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
暫
定
的
に
こ
れ
を
認
め
る
。

当
文
書
の
欄
外
に
は
「
文
部
省
と
し
て
本
案
を
閣
議
に
提
出
希
望
し
て
い
た
が
、
未
だ
実
現
に
至
っ
て
い
な
い
」
と
手
書
さ
れ
て
い
る
。「
基
本
方
針
」
が
未
確
定
の
文
書

で
は
あ
る
こ
と
に
加
え
、
ど
の
よ
う
な
行
政
上
の
文
脈
の
中
で
策
定
さ
れ
た
も
の
か
は
不
詳
で
は
あ
る
が
、
公
立
学
校
で
の
朝
鮮
人
の
た
め
の
「
特
別
の
施
設
」「
特
別
の

授
業
」
は
認
め
な
い
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
し
か
も
、
一
九
五
三
年
一
〇
月
と
い
う
時
期
は
、
京
都
で
「
文
部
省
の
方
針
」
云
々
が
取
り
ざ
た
さ
れ
た
時
期
と
重
な
る

こ
と
か
ら
、当
文
書
が
近
く
出
さ
れ
る
通
達
と
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
何
ら
か
の
事
情
で
閣
議
に
提
出
で
き
ず
、通
達
と
し
て
出
せ
な
か
っ
た
と
推
測
す
る
。

そ
こ
で
、
現
時
点
で
は
、
市
教
委
は
、
一
九
四
九
年
の
「
当
分
の
間
特
別
の
学
級
又
は
分
校
を
設
け
る
こ
と
も
差
し
支
え
な
い
」
と
の
通
達
に
依
拠
し
、「
国
か
ら
別
段
の

指
示
が
あ
る
ま
で
」
の
措
置
と
明
記
し
た
う
え
で
「
特
別
の
施
設
」「
特
別
の
授
業
」
を
認
め
る
「
実
施
要
綱
」
を
決
定
し
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。
一
九
五
二
年
四
月

二
八
日
の
講
和
条
約
発
効
（
前
年
九
月
八
日
締
結
）
を
以
て
、
こ
れ
ま
で
朝
鮮
人
学
齢
児
童
生
徒
に
課
さ
れ
て
い
た
「
一
条
校
」
へ
の
就
学
義
務
は
な
く
な
っ
た
わ
け
で

あ
る
が
、
こ
の
時
期
、
文
部
省
は
、
公
教
育
の
枠
内
に
朝
鮮
人
を
取
り
込
み
分
散
し
て
「
同
化
」
す
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
就
学
義
務
な
き
者
と
し
て
公
教
育
の
外
に
「
排
除
」

す
べ
き
か
、
そ
の
方
針
を
定
め
か
ね
て
い
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
す
る
。

本
稿
で
指
摘
し
た
朝
鮮
人
の
民
族
的
な
対
抗
意
識
と
「
融
和
」
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
重
要
で
あ
る
。
朝
鮮
人
だ
け
の
学
級
が
で
き
れ
ば
、
朝
鮮
人
の
民
族
意
識
が
強
く

な
り
、
日
本
人
と
の
間
に
対
抗
的
な
「
感
情
意
識
」
が
生
じ
か
ね
な
い
と
懸
念
が
示
さ
れ
て
い
た
。
対
抗
的
な
感
情
は
、
通
常
学
級
で
も
存
在
し
た
は
ず
で
あ
り
、
朝
鮮

人
が
バ
ラ
バ
ラ
に
さ
れ
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
た
と
え
差
別
的
な
言
動
を
ぶ
つ
け
ら
れ
て
も
対
抗
意
識
を
表
す
こ
と
が
困
難
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
成
立
の
過
程
で
発
せ
ら
れ

た
「
融
和
」
は
、
あ
く
ま
で
も
朝
鮮
人
と
し
て
の
意
識
が
発
露
さ
れ
な
い
こ
と
が
前
提
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

注（
1
）
文
部
省
事
務
次
官
発
、
都
道
府
県
知
事
・
教
育
委
員
会
宛
通
達
「
公
立
学
校
に
お
け
る
朝
鮮
語
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」（
文
初
庶
第
一
六
六
号
）、
一
九
四
九
年
一
一
月
一
日
。「
四
、
収
容
す
べ
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き
朝
鮮
人
の
児
童
生
徒
は
、
一
般
の
学
級
に
編
入
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
が
、
学
力
補
充
、
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
当
分
の
間
特
別
の
学
級
又
は
分
校
を
設
け
る
こ
と
も

差
し
支
え
な
い
。
な
お
、
学
区
に
つ
い
て
は
、
日
本
人
児
童
、
生
徒
と
同
様
に
す
る
こ
と
が
原
則
で
あ
る
。」

（
2
）
マ
キ
ー
智
子
「「
外
国
人
学
校
制
度
」
創
設
の
試
み
―
日
韓
会
談
期
に
お
け
る
在
日
朝
鮮
人
対
策
の
模
索
―
」『
北
海
道
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
院
紀
要
』
第
一
一
八
号
、
二
〇
一
三
年
、
三
二
‐

三
四
頁
。

（
3
）
小
沢
有
作
『
在
日
朝
鮮
人
教
育
論 

歴
史
編
』
亜
紀
書
房
、
一
九
七
三
年
、
二
八
七

二
八
九
頁
。

（
4
）
マ
キ
ー
智
子
「
公
立
朝
鮮
人
学
校
の
開
設
―
戦
後
在
日
朝
鮮
人
教
育
に
対
す
る
公
費
支
出
の
一
様
態
―
」『
日
本
の
教
育
史
学
』
第
五
五
集
、
教
育
史
学
会
、
二
〇
一
二
年
。

（
5
）
市
教
委
は
、「
特
別
学
級
」
以
外
に
「
抽
出
学
級
」
を
六
校
に
、「
放
課
後
学
級
」
を
二
校
に
開
設
し
た
。

（
6
）
拙
稿
「
朝
鮮
人
学
校
の
「
完
全
閉
鎖
」
を
め
ぐ
る
攻
防

愛
知
第
六
朝
連
小
学
校
（
宝
飯
郡
小
坂
井
町
）
の
事
例
か
ら

」『
世
界
人
権
問
題
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
』
第
二
〇
号
、二
〇
一
五
年
。

（
7
）
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
「
分
級
」
と
い
う
用
語
は
用
い
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、「
分
級
」
的
な
形
態
は
、
民
族
学
級
の
一
形
態
と
さ
れ
て
い
る
。

（
8
）
前
掲
、
小
沢
有
作
『
在
日
朝
鮮
人
教
育
論 

歴
史
編
』。

（
9
）
前
掲
、
マ
キ
ー
智
子
「
公
立
朝
鮮
人
学
校
の
開
設

戦
後
在
日
朝
鮮
人
教
育
に
対
す
る
公
費
支
出
の
一
容
態
」。

（
10
）
京
都
連
絡
調
整
事
務
局
長
発
、
近
畿
連
絡
調
整
事
務
局
長
宛
「
閉
鎖
朝
鮮
人
学
校
在
学
児
童
の
受
入
れ
に
関
す
る
件　

四
、
市
教
育
委
員
会
の
受
入
」（
京
連
地
第
五
号
）、
一
九
五
〇
年
一
月
一
九

日
。
京
都
連
絡
調
整
事
務
局
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
日
本
政
府
側
の
窓
口
と
し
て
外
務
省
が
設
置
し
た
終
戦
連
絡
中
央
事
務
局
の
地
方
機
関
で
あ
り
、
地
方
軍
政
部
に
対
す
る
諸
情
報
の
提
供
、
府
県
行
政

と
の
連
絡
調
整
等
を
職
務
と
し
た
。

（
11
）
不
破
治
（
一
九
〇
四
年
生
）
京
都
大
学
卒
、
京
都
市
立
松
原
中
学
校
教
頭
、
京
都
市
教
育
局
長
、
四
八
年
一
一
月
教
育
長
就
任
。

（
12
）『
京
都
市
教
育
委
員
会
会
議
録
』
一
九
五
〇
年
一
月
三
一
日
。

（
13
）『
京
都
市
会
旬
報
』
第
三
一
号
、
一
九
五
〇
年
二
月
二
五
日
、
京
都
市
会
事
務
局
調
査
課
。

（
14
）
市
内
で
最
大
規
模
で
あ
っ
た
朝
連
西
陣
小
学
校
は
、
新
法
人
申
請
が
却
下
さ
れ
た
後
も
授
業
を
継
続
、
一
九
五
〇
年
三
月
二
三
日
の
卒
業
式
を
終
え
た
後
、
閉
校
し
た
。
閉
校
し
た
校
舎
は
、

一
九
五
三
年
、
各
種
学
校
と
し
て
京
都
朝
鮮
中
学
（
現
在
の
京
都
朝
鮮
中
・
高
級
学
校
）
が
開
校
す
る
こ
と
に
な
る
。

（
15
）『
京
都
新
聞
』
一
九
五
〇
年
一
二
月
二
日
。「
警
官
隊
と
乱
闘
騒
ぎ
、
京
都
市
庁
へ
朝
鮮
人
百
人
」。

（
16
）
市
立
小
学
校
で
放
課
後
に
実
施
す
る
朝
鮮
語
等
の
授
業
は
、
参
照
資
料
に
従
っ
て
「
朝
鮮
語
授
業
」「
課
外
教
育
」「
課
外
学
級
」
な
ど
異
な
る
名
称
が
用
い
た
が
、
基
本
的
に
は
「
朝
鮮
人
課
外
教

育
」
と
す
る
。

（
17
）
李
珍
珪
「
在
日
朝
鮮
人
の
教
育
の
現
状
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
？
」『
平
和
と
教
育
』
第
四
号
、
一
九
五
三
年
一
月
。

（
18
）『
京
都
新
聞
』
一
九
五
二
年
四
月
二
五
日
、
及
び
『
京
都
新
聞
（
夕
刊
）』
一
九
五
二
年
四
月
二
五
日
。

（
19
）『
解
放
新
聞
』
一
九
五
三
年
二
月
一
八
日
（
原
文
朝
鮮
語
）。

（
20
）『
京
都
市
教
育
委
員
会
会
議
録
』（
四
月
一
七
日
、
六
月
二
二
日
、
七
月
二
一
日
、
一
〇
月
三
一
日
）
に
よ
る
。

（
21
）『
夕
刊
京
都
』
一
九
五
三
年
九
月
一
〇
日
。

（
22
）「
学
校
法
人
京
都
朝
鮮
教
育
資
団
の
設
立
認
可
に
つ
い
て
」
一
九
五
三
年
五
月
一
八
日
、「
昭
和
二
八
年

三
〇
年
学
校
法
人
（
文
教
課
）」（『
京
都
府
庁
文
書
』）。

（
23
）
金
斗
権
さ
ん
（
一
九
二
三
年
生
）
の
話
（
二
〇
一
五
年
一
〇
月
一
六
日
）。
金
斗
権
さ
ん
は
、
半
年
後
の
一
九
五
四
年
一
月
に
上
賀
茂
小
学
校
朝
鮮
人
講
師
と
し
て
任
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

（
24
）『
京
都
新
聞
』
一
九
五
三
年
九
月
八
日
、『
夕
刊
京
都
』
一
九
五
三
年
九
月
一
〇
日
。

（
25
）
一
九
五
〇
年
四
月
、
柏
野
小
学
校
に
は
、
第
二
学
年
九
名
、
第
三
学
年
四
名
な
ど
合
計
三
五
名
が
朝
鮮
人
学
校
か
ら
転
入
し
た
。
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（
26
）『
解
放
新
聞
』（
一
九
五
三
年
九
月
一
五
日
）
は
「
柏
野
小
学
生
等
闘
争　

民
族
学
級
要
求
に
対
し
て　

校
長
が
武
警
を
呼
び
拳
銃
と
棍
棒
で
応
対
」
と
報
じ
た
。

（
27
）『
夕
刊
京
都
』
一
九
五
三
年
九
月
一
六
日
。「
子
供
連
れ
要
求　

市
教
委
へ
朝
鮮
人
特
別
教
育
を
」。

（
28
）「
朝
鮮
語
学
級
に
つ
い
て
」『
朝
鮮
語
学
級
に
関
す
る
書
類
』
南
大
内
小
学
校
。
文
書
作
成
日
の
記
載
は
な
い
が
、
記
述
内
容
か
ら
一
九
五
六
年
頃
と
思
わ
れ
る
。

（
29
）『
京
都
市
教
育
委
員
会
会
議
録
』
一
九
五
三
年
一
〇
月
三
一
日
。

（
30
）
当
時
の
教
育
委
員
は
四
名
が
住
民
に
よ
る
選
挙
に
よ
り
、
一
名
が
市
議
会
か
ら
選
出
さ
れ
る
公
選
制
で
あ
っ
た
。

（
31
）
神
先
幹
子
（
一
九
一
四
年
生
）
府
立
一
高
女
卒
、
地
域
婦
人
会
会
長
、
四
八
年
「
母
親
の
立
場
で
立
候
補
」
当
選
、
五
〇
年
再
選
。

（
32
）
福
原
達
郎
（
一
九
〇
九
年
生
）
明
治
大
学
卒
、
市
議
会
議
員
（
自
由
民
主
ク
ラ
ブ
所
属
）、
四
八
年
「
市
会
選
出
」
委
員
と
し
て
教
育
委
員
就
任
、
五
一
年
再
任

市
会
選
出
委
員
（
自
由
ク
ラ
ブ
）。

（
33
）
吉
川
勝
三
（
一
八
九
七
年
生
）
京
都
師
範
卒
、
醍
醐
、
稲
荷
、
開
智
、
鏡
山
各
小
学
校
長
歴
任
、
五
〇
年
教
育
委
員
当
選
。

（
34
）
市
川
白
弦
（
一
九
〇
二
年
生
）
臨
済
宗
学
院
卒
、
花
園
大
学
教
授
、
京
都
人
権
協
会
理
事
、
憲
法
擁
護
市
民
の
会
幹
事
、
五
二
年
教
育
委
員
当
選
。

（
35
）
教
育
委
員
に
は
ほ
か
に
北
村
金
三
郎
が
い
た
。
北
村
金
三
郎
（
一
八
九
七
年
生
）
京
都
師
範
卒
、
教
諭
、
視
学
、
学
務
課
長
、
下
京
区
長
を
経
て
、
四
八
年
「
市
民
の
確
立
を
期
す
」
と
し
て
立
候

補
当
選
、
五
二
年
再
選
。

（
36
）『
解
放
新
聞
』
一
九
五
三
年
一
二
月
一
五
日
。

（
37
）「
放
課
後
学
級
」
に
つ
い
て
は
「
課
外
学
級
」
と
い
う
別
の
呼
び
方
が
関
係
者
で
は
定
着
し
て
い
る
。「
正
規
の
授
業
時
間
中
に
抽
出
」
し
て
実
施
す
る
「
抽
出
学
級
」
と
正
規
の
授
業
時
間
で
な
い

放
課
後
＝
「
課
外
」
に
抽
出
し
て
実
施
す
る
「
放
課
後
学
級
」
と
の
違
い
を
明
確
に
さ
せ
る
意
味
合
い
で
「
課
外
」
と
さ
れ
た
も
の
と
推
測
す
る
が
、
本
稿
で
は
「
実
施
要
綱
」
に
即
し
て
「
放
課

後
学
級
」
と
し
た
。

（
38
）
前
掲
「
朝
鮮
語
学
級
に
つ
い
て
」。

（
39
）『
京
都
新
聞
』
一
九
五
四
年
七
月
三
一
日
。「
三
教
室
開
放
せ
よ 

増
改
築
の
西
京
極
校 

校
下
朝
鮮
人
申
入
れ
」。

（
40
）
一
九
五
四
年
度
『
京
都
市
学
校
指
定
統
計
』
に
よ
る
と
、
京
都
市
立
小
学
校
に
在
籍
す
る
朝
鮮
人
児
童
は
四
、七
九
九
人
で
あ
る
。

（
41
）
当
校
『
学
校
沿
革
史
』
に
は
「
一
月
一
〇
日
朝
鮮
人
児
童
の
為
朝
鮮
人
学
級
（
二
学
級
）
を
特
設
」
と
あ
る
。
本
稿
で
は
そ
の
名
称
を
「
朝
鮮
学
級
」
と
し
た
。

（
42
）『
京
都
新
聞
』
一
九
五
四
年
一
月
八
日
。

（
43
）
学
校
側
の
主
要
な
関
心
は
、
学
級
設
置
に
よ
っ
て
増
幅
さ
れ
か
ね
な
い
両
者
の
対
立
を
防
ぐ
と
い
う
レ
ベ
ル
に
留
ま
り
、
歪
ん
だ
関
係
を
正
す
と
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
み
て
よ
い
。

（
44
）
た
だ
し
、
南
大
内
小
学
校
で
は
、
一
九
五
六
年
度
に
お
い
て
第
二
学
年
以
上
を
「
抽
出
学
級
」
の
対
象
と
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。（『
朝
鮮
語
学
級
に
関
す
る
書
類
』
南
大
内
小
学
校
）

（
45
）『
京
都
新
聞
』
一
九
五
四
年
一
月
一
三
日
、「
和
や
か
に
開
校
式
」。

（
46
）『
養
正
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
報
』
第
五
〇
号
、
一
九
五
四
年
一
月
。

（
47
）
前
掲
、『
養
正
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
報
』
第
五
〇
号
。

（
48
）
加
藤
佐
久
次
（
一
九
一
四
〜
二
〇
〇
二
）
一
九
三
四
年
滋
賀
県
師
範
学
校
卒
、
一
九
四
一
年
文
部
省
派
遣
教
員
と
し
て
関
東
州
へ
出
向
、
旅
順
水
師
営
公
学
堂
教
諭
、
四
四
年
旅
順
国
民
学
校
訓
導

等
、
四
七
年
引
揚
、
五
三
年
京
都
市
公
立
学
校
教
員
任
用
、
養
正
小
等
勤
務
後
、
第
四
錦
林
小
、
藤
ノ
森
小
、
嵐
山
小
学
校
の
校
長
、
七
三
年
退
職
。

（
49
）
加
藤
佐
久
次
『
米
寿
記
念
生
に
挑
む
』
二
〇
〇
二
年
、
私
家
版
、
二
六
九
頁
。

（
50
）
加
藤
の
採
用
試
験
が
一
〇
月
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
市
教
委
は
、
養
正
小
や
柏
野
小
で
児
童
が
抗
議
行
動
を
し
た
直
後
の
九
月
中
旬
か
ら
一
〇
月
上
旬
の
時
期
に
は
、
養
正
小
学
校
に
「
朝
鮮
人
ク

ラ
ス
」
を
設
置
す
る
意
向
を
固
め
、
教
員
採
用
な
ど
の
準
備
を
進
め
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
朝
鮮
人
側
が
教
員
養
成
の
講
習
会
を
開
催
す
る
な
ど
し
て
学
級
開
設
へ
の
準
備
を
進
め
て
い
た

時
期
と
重
な
る
こ
と
か
ら
、
一
九
五
三
年
九
月
末
の
時
期
に
は
、
朝
鮮
人
側
、
行
政
側
双
方
で
「
特
別
学
級
」
の
設
置
の
合
意
が
図
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
水
面
下
で
開
設
の
準
備
を
始
め
た
と
み
る
こ
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と
が
で
き
る
。

（
51
）
加
藤
佐
久
次
氏
の
ご
子
息
の
加
藤
久
雄
さ
ん
の
話
（
二
〇
一
五
年
五
月
一
五
日
）。

（
52
）「
北
白
川
韓
国
中
学
校
」
と
は
、
一
九
四
七
年
に
各
種
学
校
認
可
さ
れ
た
京
都
朝
鮮
中
学
の
こ
と
で
あ
る
。
居
留
民
団
系
の
京
都
朝
鮮
人
教
育
会
が
経
営
し
、
学
校
閉
鎖
措
置
後
も
継
続
し
た
中
等

教
育
機
関
で
、
韓
国
中
学
と
通
称
さ
れ
た
。

（
53
）「
実
施
要
綱
」
に
よ
る
「
特
別
施
設
」
講
師
の
一
九
五
四
年
度
の
月
額
給
与
は
「
特
別
学
級
」
九
、五
〇
〇
円
、「
抽
出
学
級
」
七
、五
〇
〇
円
、「
放
課
後
学
級
」
六
、〇
〇
〇
円
で
あ
っ
た
。

（
54
）
一
九
五
四
年
度
か
ら
六
六
年
度
ま
で
の
各
年
度
の
第
六
学
年
児
童
の
総
計
が
一
八
八
名
、
五
三
年
度
の
六
年
生
が
一
八
名
で
あ
る
。

（
55
）『
二
〇
一
四
年
度
板
垣
ゼ
ミ
報
告
書 

京
都
市
田
中
地
区
の
在
日
朝
鮮
人
と
民
族
教
育
』
二
〇
一
五
年
二
月
、
二
一
頁
。

（
56
）
呉
英
淑
さ
ん
（
一
九
四
五
年
生
）
の
話
（
二
〇
一
五
年
八
月
二
八
日
）。

（
57
）
呉
成
元
さ
ん
（
一
九
四
六
年
生
）
の
話
（
二
〇
一
四
年
一
一
月
一
九
日
）。

（
58
）
李
福
順
さ
ん
（
一
九
四
一
年
生
）
の
話
（
二
〇
一
四
年
一
〇
月
二
九
日
）。

（
59
）『
京
都
市
教
育
委
員
会
指
定
統
計
』
昭
和
二
九
年
度
。
以
下
同
様
の
形
式
に
よ
り
、
昭
和
四
〇
年
度
ま
で
の
一
二
年
間
に
わ
た
り
「
朝
鮮
学
級
」
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。

（
60
）「
定
数
」
と
し
て
配
置
す
る
教
員
は
「
担
任
」
で
あ
り
、「
副
担
任
」
は
含
ま
れ
な
い
。

（
61
）
文
部
事
務
次
官
発
、
各
都
道
府
県
教
育
委
員
会
・
都
道
府
県
知
事
宛
通
達
「
日
本
国
に
居
住
す
る
大
韓
民
国
国
民
の
法
的
地
位
及
び
待
遇
に
関
す
る
日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
に
お
け
る
教
育
関

係
事
項
の
実
施
に
つ
い
て
」（
文
初
財
第
四
六
四
号
）
一
九
六
五
年
一
二
月
二
八
日
。

（
62
）
文
部
事
務
次
官
発
、
各
都
道
府
県
教
育
委
員
会
・
各
都
道
府
県
知
事
宛
通
達
「
朝
鮮
人
の
み
を
収
容
す
る
教
育
施
設
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」（
文
普
振
第
二
一
〇
号
）
一
九
六
五
年
一
二
月
二
八
日
。

（
63
）「
特
別
学
級
」
の
廃
止
に
つ
い
て
は
、
公
立
学
校
に
お
け
る
朝
鮮
人
教
育
に
つ
い
て
検
討
す
る
う
え
で
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
こ
こ
で
は
事
実
経
過
を
示
す
の
み
に
止
め
る
。
い
ず
れ
あ
ら
た

め
て
別
稿
で
論
じ
る
必
要
が
あ
る
。

（
64
）
当
時
養
正
小
学
校
教
諭
で
あ
っ
た
佐
々
満
郎
さ
ん
（
一
九
二
八
年
生
）
か
ら
の
聞
き
取
り
（
二
〇
一
四
年
八
月
二
一
日
）。

（
65
）
浅
見
豊
美
他
編
『
日
韓
国
交
正
常
化
問
題
資
料 

第
Ⅰ
期 

第
四
巻
在
日
・
法
的
地
位
問
題 

』
現
代
史
資
料
出
版
、
二
〇
一
〇
年
、
三
五
六
頁
。
当
文
書
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
前
掲
「「
外
国
人
学

校
制
度
」
創
設
の
試
み
」
か
ら
教
示
を
受
け
た
。
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